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平成７年６月２０日  

建設省経建発第１４７号  

 

最終改正：令和４年１２月２８日  

国不建第４６６号  

 

 

 

 

各地方整備局等建設業担当部長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長  

 

 

施工体制台帳の作成等について（通知） 

 

建設業法の一部を改正する法律（平成６年法律第６３号）により、平成７年６月２９

日から特定建設業者に施工体制台帳の作成等が義務付けられ、また、公共工事の入札及

び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。以下「入札契約適正

化法」という。）の適用対象となる公共工事（以下単に｢公共工事｣という。）は、発注

者へその写しの提出等が義務付けられることとなった。さらに、建設業法等の一部を改

正する法律（平成２６年法律第５５号）により、平成２７年４月１日から、公共工事に

ついては、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結す

る場合には、当該下請契約の請負代金の額（以下「下請代金額」という。）にかかわら

ず、施工体制台帳の作成等が義務付けられることとなった。加えて、建設業法施行規則

及び施工技術検定規則の一部を改正する省令（令和２年国土交通省令第６９号）により、

いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされた。 

これらの的確な運用に資するため、施工体制台帳の作成等を行う際の指針を下記のと

おり定めたので、貴職におかれては、十分留意の上、事務処理に当たって遺漏のないよ

う措置されたい。 

 

 

記 

 

 

一 作成建設業者の義務 

  建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第２４条の

８第１項（入札契約適正化法第１５条第１項の規定により読み替えて適用さ

れる場合を含む。）の規定により施工体制台帳を作成しなければならない場

合における建設業者（以下「作成建設業者」という。）の留意事項は次のと

おりである。 

（１）施工計画の立案 
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   施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事においては発注者から

直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときに、民

間工事（公共工事以外の建設工事をいう。以下同じ。）においては発注者

から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請代金額の総額

が 4,500万円（建築一式工事にあっては、7,000万円）以上となったときに

生じるものである。このため、特に民間工事については、監理技術者の設

置や施工体制台帳の作成等の要否の判断を的確に行うことができるよう、

発注者から直接建設工事を請け負おうとする特定建設業者は、建設工事を

請け負う前に下請負人に施工させる範囲と下請代金額に関するおおむねの

計画を立案しておくことが望ましい。 

（２）下請負人に対する通知 

   公共工事においては発注者から請け負った建設工事を施工するために下

請契約を締結したとき、民間工事においては下請代金額の総額が 4,500 万

円（建築一式工事にあっては、7,000万円）に達するときは、 

① 作成建設業者が下請契約を締結した下請負人に対し、 

    ａ 作成建設業者の称号又は名称 

    ｂ 当該下請負人の請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け

負わせたときには法第２４条の８第２項の規定による通知（以下「再

下請負通知」という。）を行わなければならない旨 

    ｃ 再下請負通知に係る書類（以下「再下請負通知書」という。）を

提出すべき場所 

    の３点を記載した書面を通知しなければならない。 

   ② ①の a、b及び cに掲げる事項が記載された書面を、工事現場の見や

すい場所に掲げなければならない。 

    上記①及び②の書面の記載例としては、次のようなものが考えられる。 

    〔①の書面の文例〕 

       下請負人となった皆様へ 

今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事につ

いては、建設業法（昭和２４年法律１００号）第２４条の８第１項の

規定により、施工体制台帳を作成しなければならないこととなってい

ます。 

この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負ったこの建設工事

を他の建設業者を営むもの（建設業の許可を受けていないものを含み

ます。）に請け負わせたときは、 

イ 建設業法第２４条の８第２項の規定により、遅滞なく、建設業法

施行規則（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する

再下請負通知書を当社あてに次の場所まで提出しなければなりませ

ん。また、一度通知いただいた事項や書類に変更が生じたときも、

遅滞なく、変更の年月日を付記して同様の通知書を提出しなければ

なりません。 

ロ 貴社が工事を請け負わせた建設業を営むものに対しても、この書

面を複写し通知して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたと
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きは、作成建設業者に対するイの通知書の提出と、その者に対する

この書面の写しの通知が必要である」旨を伝えなければなりません。 

  作成建設業者の商号 ○○建設（株） 

  再下請負通知書の提出場所 工事現場内 

建設ステーション／△△営業所 

 

〔②の書面の文例〕 

  この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の

建設業を営む者に請け負わせた方は、遅滞なく、建設業法施行規則

（昭和２４年建設省令第１４号）第１４条の４に規定する再下請負

通知書を提出してください。一度通知した事項や書類に変更が生じ

たときも変更の年月日を付記して同様の書類の提出をしてください。 

               ○○建設（株） 

 

また、①の書面による通知に代えて、建設業法施行規則（昭和２４年建設

省令第１４号。以下「規則」という。）第１４条の３第５項で定めるところ

により、当該下請負人の承諾を得て、①ａ、ｂ及びｃに掲げる事項を電磁的

方法により通知することができる。この場合において、当該建設業者は、当

該書面による通知をしたものとみなす。 

（３）下請負人に対する指導等 

   施工体制台帳を的確かつ速やかに作成するため、施工に携わる下請負人

の把握に努め、これらの下請負人に対し速やかに再下請通知書を提出する

よう指導するとともに、作成建設業者としても自ら施工体制台帳の作成に

必要な情報の把握に努めなければならない。 

（４）施工体制台帳の作成方法 

   施工体制台帳は、所定の記載事項と添付書類から成り立っている。その

作成は、発注者から請け負った建設工事に関する事実と、施工に携わるそ

れぞれの下請負人から直接に、若しくは各下請負人の注文者を経由して提

出される再下請負通知書により、又は自ら把握した施工に携わる下請負人

に関する情報に基づいて行うこととなるが、作成建設業者が自ら記載して

もよいし、所定の記載事項が記載された書面や各下請負人から提出された

再下請負通知書を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請

負人ごとに、かつ、施工の分担関係が明らかとなるようにしなければなら

ない。 

  〔例〕発注者から直接建設工事を請け負った建設業者を A 社とし、A 社が

下請契約を締結した建設業を営む者を B 社及び C 社とし、B 社が下請契

約を締結した建設業を営む者を Ba 社及び Bb 社とし、Bb 社が下請契約

を締結した建設業を営む者を Bba 社及び Bbb 社とし、C 社が下請契約を

締結した建設業を営む者を Ca 社、Cb 社、Cc 社とする場合における施工

体制台帳の作成は、次の１）から 10）の順で記載又は再下請負通知書の

整理を行う。 

   １）A 社自身に関する事項（規則第１４条の２第１項第１号）及び A 社
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が請け負った建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第２号） 

   ２）B 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号） 

   ３）Ba 社に関する･･･ 〔B 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

又は添付〕 

   ４）Bb 社に関する･･･ 〔B 社が提出する 

                     〃     〕 

   ５）Bba 社に関する･･･〔Bb 社が提出する 

〃    〕 

   ６）Bbb 社に関する･･･〔Bb 社が提出する 

〃    〕 

   ７）C 社に関する事項（規則第１４条の２第１項第３号）及び請け負っ

た建設工事に関する事項（規則第１４条の２第１項第４号） 

 

   ８）Ca 社に関する･･･ 〔C 社が提出する再下請負通知書等に基づき記載

又は添付〕 

   ９）Cb 社に関する･･･ 〔C 社が提出する 

〃    〕 

   10）Cc 社に関する･･･ 〔C 社が提出する 

〃    〕 

   また、添付書類についても同様に整理して添付しなければならない。 

   施工体制台帳は、一冊に整理されていることが望ましいが、それぞれの

関係を明らかにして、分冊により作成しても差し支えない。 

また、規則第１４条の２第１項各号及び同条第２項各号に掲げる事項が、（同条

第２項各号に掲げる事項についてはスキャナにより読み取る方法その他これに類す

る方法により）電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、

必要に応じて当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に

表示されるときは、当該記録をもって施工体制台帳への記載及び添付書類に代える

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）施工体制台帳を作成すべき時期 

   施工体制台帳の作成は、記載すべき事項又は添付すべき書類に係る事実

A 社 1) 

 

C 社 7)       B 社 2) 

 

Cc   Cb  Ca    Bb   Ba 

社 10) 社 9)  社 8)     社 4) 社 3) 

 

Bbb   Bba 

社 6)   社 5) 
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が生じ、又は明らかとなった時（規則第１４条の２第１項第１号に掲げる

事項にあっては、作成建設業者に該当することとなった時）に遅滞なく行

わなければならないが（規則第１４条の５第３項）、新たに下請契約を締

結し下請代金額の総額が（１）の金額に達したこと等により、この時より

も後に作成建設業者に該当することとなった場合は、作成建設業者に該当

することとなった時に上記の記載又は添付をすれば足りる。 

   また、作成建設業者に該当することとなる前に記載すべき事項又は添付

すべき書類に係る事実に変更があった場合も、作成建設業者に該当するこ

ととなった時以降の事実に基づいて施工体制台帳を作成すれば足りる。 

（６）各記載事項及び添付書類の意義 

   施工体制台帳の記載に当たっては、次に定めるところによる。 

  ① 記載事項（規則第１４条の２第１項）関係 

イ 第１号イの「建設業の種類」は、請け負った建設工事にかかる建設業

の種類に関わることなく、特定建設業の許可か一般建設業の許可かの別

を明示して、記載すること。この際、規則別記様式第１号記載要領６の

表の（）内に示された略号を用いて記載して差し支えない。 

ロ 第１号ロの「健康保険等の加入状況」は、健康保険、厚生年金保険及

び雇用保険の加入状況についてそれぞれ記載すること。 

ハ 第２号イ及びトの建設工事の内容は、その記載から建設工事の具体的

な内容が理解されるような工種の名称等を記載すること。 

ニ 第２号ロの｢営業所｣は、作成建設業者の営業所を記載すること。 

ホ 第２号ホの「主任技術者資格」は主任技術者が法第７条第２号イに該

当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同号

ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに

該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名

称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載す

る。また、「監理技術者資格」は、監理技術者が法第１５条第２号イに

該当する者であるときはその有する規則別表（２）に掲げられた資格の

名称を、同号ロに該当する者であるときは「指導監督的実務経験（土木）」

のように、同号ハに該当する者であるときは「国土交通大臣認定者（土

木）」のように記載する。 

ヘ 第２号ホの「専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別」は、

実際に置かれている技術者が専任の者であるか専任の者でないかを記

載すること。 

ト 第２号ヘの「監理技術者補佐資格」は、その者が法第７条第２号イに

該当する者であるときは「実務経験（指定学科・土木）」のように、同

号ロに該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハ

に該当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の

名称を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載

し、その者が称する称号を「１級土木施工管理技士補」のように記載す

る。 

また、その者が法第１５条第２号イに該当する者であるときはその有
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する規則別表（２）に掲げられた資格の名称を、同号ロに該当する者で

あるときは「指導監督的実務経験（土木）」のように、同号ハに該当す

る者であるときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。 

チ 第２号トの「主任技術者資格」は、その者が法第７条第２号イに該当

する者であるときは「実務経験（指定学科･土木）」のように、同号ロ

に該当する者であるときは「実務経験（土木）」のように、同号ハに該

当し、規則別表（２）に掲げられた資格を有するときは当該資格の名称

を、有しないときは「国土交通大臣認定者（土木）」のように記載する。 

リ 第２号チ及び第４号チの「建設工事に従事する者」は、建設工事に該

当しない資材納入や調査業務、運搬業務などに従事する者については、

必ずしも記載する必要はない。 

また、「中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者に該

当する者であるか否かの別」は、建設業退職金共済制度又は中小企業退

職金共済制度への加入の有無を記入すること。 

また、「安全衛生に関する教育の内容」は、労働安全衛生法（昭和４

７年法律第５７号）に規定されている、職長等の職務に新たに就くこと

になったものが受けることとされている安全又は衛生のための教育や、

労働者を雇い入れたときに行うその従事する業務に関する安全又は衛

生のための教育についての受講状況等を記載すること（例：雇入時教育、

職長教育、建設用リフトの運転の業務に係る特別教育）。 

  また、「建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格」は登録

基幹技能者資格やその他の施工に係る各種検定について有している資

格を記載すること（例：登録○○基幹技能者、○級○○施工管理技士）。

なお、本項目については、各技能者の有する技能を記載することで適正

な処遇の実現の一助とするものであり、記載を望まない者に対して記載

を求める性質のものではないことから、任意の記載項目となっているこ

とに留意すること。 

ヌ 第２号リ及び第４号リの「一号特定技能外国人、外国人技能実習生及

び外国人建設就労者の従事の状況」は、当該工事現場に従事するこれら

の者の有無を記載すること。 

ル 第３号ロの「建設業の種類」は、例えば大工工事業の許可を受けてい

るものが大工工事を請け負ったときは「大工工事業」と記載する。この

際、規則別記様式第１号記載要領６の表の（）内に示された略号を用い

て記載して差し支えない。 

  ② 添付書類（規則第１４条の２第２項）関係 

   イ  第１号の書類は、作成建設業者が当事者となった下請契約以外の下

請契約にあっては、請負代金の額について記載された部分が抹消され

ているもので差し支えない。 

     ただし、公共工事については、全ての下請契約について下請代金額

は明記されていなければならない。 

     なお、同号の書類には、法第１９条第１項各号に掲げる事項が網羅

されていなければならないので、これらを網羅していない注文伝票等
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は、ここでいう書類に該当しない。 

     ロ  第２号の「主任技術者又は監理技術者資格を有することを証する書

面」は、作成建設業者が置いた主任技術者又は監理技術者についての

み添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項又は規則第１３条

第２項に規定する書面を添付すること。 

   ハ  第３号の「監理技術者補佐資格を有することを証する書面」は、作

成建設業者が置いた建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第

２８条第１号又は第２号の要件を満たす者についてのみ添付すればよ

く、具体的には、規則第３条第２項に規定する書面及び施工技術検定

規則（昭和３５年建設省令第１７号）別記様式第６号（イ）による１

級技術検定（第一次検定）合格証明書の写し等又は規則第１３条第２

項に規定する書面を添付すること。 

   ニ  第４号の「主任技術者資格を有することを証する書面」は、作成建

設業者が置いた規則第１４条の２第１項第２号トに規定する者につい

てのみ添付すればよく、具体的には、規則第３条第２項に規定する書

面を添付すること。 

（７）記載事項及び添付書類の変更 

   一度作成した施工体制台帳の記載事項又は添付書類（法第１９条第１項

の規定による書面を含む。）について変更があったときは、遅滞なく、当

該変更があった年月日を付記して、既に記載されている事項に加えて変更

後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加えて変更後の書類を

添付しなければならない。 

   変更後の事項の記載についても、（４）に掲げたところと同様に、作成

建設業者が自ら行ってもよいし、変更後の所定の記載事項が記載された書

面や各下請負人から提出された変更に係る再下請負通知書を束ねるように

してもよい。 

（８）施工体系図 

   施工体系図は、作成された施工体制台帳をもとに、施工体制台帳のいわ

ば要約版として樹状図等により作成の上、工事現場の見やすいところに掲

示しなければならないものである。 

ただし、公共工事については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や

すい場所に掲示しなければならない。 

その作成に当たっては、次の点に留意して行う必要がある。 

① 施工体系図には、現にその請け負った建設工事を施工している下請負人

に限り表示すれば足りる（規則第１４条の６第３号）。なお、｢現にその

請け負った建設工事を施工している｣か否かは、請負契約で定められた工

期を基準として判断する。 

② 施工体系図の掲示は、遅くとも上記①により下請負人を表示しなければ

ならなくなったときまでには行う必要がある。また、工期の進行により表

示すべき下請負人に変更があったときには、速やかに施工体系図を変更し

て表示しておかなければならない。 

③ 施工体系図に表示すべき「建設工事の内容」（規則第１４条の６第２号
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及び第４号）は、その記載から建設工事の具体的な内容が理解されるよう

な工種の名称等を記載すること。 

④ 施工体系図は、その表示が複雑になり見にくくならない限り、労働安全

等他の目的で作成される図面を兼ねるものとして作成しても差し支えな

い。 

⑤ 施工体系図又はその写しは、法第４０条の３及び規則第２６条第５項に

定めるところにより営業所への保存が義務付けられているが、電子計算機

に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該

営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示され

るときは、当該記録をもって施工体系図又はその写しに代えることができ

る。 

（９）施工体制台帳の発注者への提出等 

   作成建設業者は、発注者からの請求があったときは、備え置かれた施工

体制台帳をその発注者の閲覧に供しなければならない。 

ただし、公共工事については、作成した施工体制台帳の写しを提出しな

ければならない。 

（１０）施工体制台帳の備置き等 

   施工体制台帳の備置き及び施工体系図の掲示は、発注者から請け負った

建設工事目的物を発注者に引き渡すまで行わなければならない。ただし、

請負契約に基づく債権債務が消滅した場合（規則第１４条の７。請負契約

の目的物の引渡しをする前に契約が解除されたこと等に伴い、請負契約の

目的物を完成させる債務とそれに対する報酬を受け取る債権とが消滅した

場合を指す。） には、当該債権債務の消滅するまで行えば足りる。 

（１１）法第４０条の３の帳簿への添付 

施工体制台帳の一部は、上記（１０）の時期を経過した後は、法第４０

条の３の帳簿の添付資料として添付しなければならない。すなわち、上記

（１０）の時期を経過した後に、施工体制台帳から帳簿に添付しなければ

ならない部分だけを抜粋することとなる。このため、施工体制台帳を作成

するときには、あらかじめ、帳簿に添付しなければならない事項を記載し

た部分と他の事項が記載された部分とを別紙に区分して作成しておけば、

施工体制台帳の一部の帳簿への添付を円滑に行うことが出来ると考えられ

る。 

また、規則第２６条第２項第３号に掲げる施工体制台帳の一部が、スキ

ャナにより読み取る方法その他これに類する方法により電子計算機に備え

られたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じて当該営業所にお

いて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録を

もって同号に掲げる施工体制台帳の一部に代えることができる。 

 

二 下請負人の義務 

  施工体制台帳の作成等の義務は、作成建設業者に係る義務であるが、施工

体制台帳が作成される建設工事の下請負人にも次のような義務がある。 

（１）施工体制台帳が作成される建設工事である旨の通知 
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   その請け負った建設工事の注文者から一（２）①の書面の通知を受けた

場合や、工事現場に一（２）②の書面が掲示されている場合は、その請け

負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときに以下に述べる

ところにより書類の作成、通知等を行わなければならない。 

（２）建設工事を請け負わせた者及び作成建設業者に対する通知 

   （１）に述べた場合など施工体制台帳が作成される建設工事の下請負人

となった場合において、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に

請け負わせたときは、遅滞なく、 

① 当該他の建設業を営む者に対し、一（２）①の書面を通知しなければな

らない。なお、書面による通知に代えて、規則第１４条の４第７項で定め

るところにより、当該他の建設業を営む者の承諾を得て、一（２）①ａ、

ｂ及びｃに掲げる事項を電磁的方法により通知することができる。この場

合において、当該下請負人は、書面による通知をしたものとみなす。 

② 作成建設業者に対し、（３）に掲げるところにより再下請負通知を行わ

なければならない。 

（３）再下請負通知 

① 再下請負通知は、再下請負通知書をもって行わなければならない。再下

請負通知書の作成は、再下請負通知人がその請け負った建設工事を請け負

わせた建設業を営む者から必要事項を聴取すること等により作成する必

要があり、自ら記載をして作成してもよいし、所定の記載事項が記載され

た書面を束ねるようにしてもよい。ただし、いずれの場合も下請負人ごと

に行わなければならない。 

② 再下請負通知書の作成及び作成建設業者への通知は、施工体制台帳が作

成される建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設

業を営む者に請け負わせた後、遅滞なく行わなければならない（規則第１

４条の４第２項）。 

  また、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が新たに下請契約

を締結した場合や下請代金額の総額が一（１）の金額に達したこと等によ

り、施工途中で再下請負通知人に該当することとなった場合において、当

該該当することとなった時よりも前に記載事項又は添付書類に係る事実

に変更があった時も、再下請負通知人に該当することとなった時以降の事

実に基づいて再下請負通知書を作成すれば足りる。 

③ 再下請通知書に添付される書類は、請負代金の額について記載された部

分が抹消されているもので差し支えない。ただし、公共工事については、

当該部分は記載されていなければならない。 

④ 一度再下請負通知を行った後、再下請負通知書に記載した事項又は添付

した書類（法第１９条第１項の規定による書面）について変更があったと

きは、遅滞なく、当該変更があった年月日を付記して、既に記載されてい

る事項に加えて変更後の事項を記載し、又は既に添付されている書類に加

えて変更後の書類を添付しなければならない。 

⑤ 作成建設業者に対する再下請負通知書の提出は、注文者から交付される

一（２）①の書面や工事現場の掲示にしたがって、直接に作成建設業者に
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提出することを原則とするが、やむを得ない場合には、直接に下請契約を

締結した注文者に経由を依頼して作成建設業者あてに提出することとし

ても差し支えない。 

⑥ 再下請負通知及びその内容の変更の通知は、作成建設業者の承諾を得て、

電磁的方法により通知することができる。この場合において、当該下請負

人は、書面による通知をしたものとみなす。 

また、規則第１４条の４第３項に規定する書面の写しの記載事項がスキ

ャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備

えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機

その他の機器を用いて明確に表示されるときは、当該記録をもって規則第

１４条の４第３項に規定する添付書類に代えることができる。 

 

三 施工体制台帳の作成等の勧奨について 

  下請代金額の総額が一（１）の金額を下回る民間工事など法第２４条の８

第１項の規定により施工体制台帳の作成等を行わなければならない場合以外

の場合であっても、建設工事の適正な施工を確保する観点から、規則第１４条

の２から第１４条の７までの規定に準拠して施工体制台帳の作成等を行うこ

とが望ましい。 

また、より的確な建設工事の施工及び請負契約の履行を確保する観点から、

規則第１４条の２等においては記載することとされていない安全衛生責任者

名、雇用管理責任者名、就労予定労働者数、工事代金支払方法、受注者選定理

由等の事項についても、できる限り記載することが望ましい。 

 

  附 則 

 この通知は、令和５年１月１日から適用する。 
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第３ 施工体制台帳に係る書類の提出について 

 

 平成 13 年 4 月 1 日 北開局工管第２２号 

最終改正 令和３年３月１８日 北開局工管第２３６号 

北海道開発局長から開発監理部長、 

営繕部長及び各開発建設部長あて 

 

 

 標記について、別紙要領により実施することとしたので通知する。 
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（別紙） 

施工体制台帳に係る書類の提出に関する実施要領 

 

１． 目的 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法に基づく

適正な施工体制の確保等を図るため、発注者から直接建設工事を請け負った建

設業者は、施工体制台帳を整備すること等により、的確に建設工事の施工体制を

把握するとともに、受注者の施工体制について、発注者が必要と認めた事項につ

いて提出させ、発注者においても的確に施工体制を把握することを目的とする。 

 

２． 対象工事 

工事を施工するために、下請契約を締結した工事。 

 

３． 記載すべき内容 

（１）建設業法第２４条の８第１項及び建設業法施行規則第１４条の２に掲げ

る事項 

（２）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名 

（３）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期 

 

（注１） 提出様式は、別添 様式例を参考とする。 

（注２） 施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について（通

知）」（平成７年６月２０日付け建設省経建発第１４７号、最終改正令

和３年３月２日付け国不建第４０４～４０５号）を参考とする。 

 

４． 提出手続き 

主任監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳等に係

る書類を、工事着手までに提出させるものとする。また、施工体制に変更が生じ

る場合は、そのつど、提出させるものとする。 

施工体制台帳等は、原則として、電子データで作成・提出するものとする。 

 

５． 提出根拠 

・建設業法第２４条の８ 

・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１５条 

 

６． 適用 

本通知は、令和２年１０月１日以降に契約する工事に適用するものとする。 
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（別添） 

 

様式例 一覧 

 

 

 ・施工体制台帳： 様式例－１、様式例－２ 

 

 

 ・再下請通知書： 様式例－３、様式例－４ 

 

 

 ・工事作業所災害防止協議会兼施工体系図： 様式例－５ 

 

 

 ・作業員名簿： 様式例－６ 
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《参　考》 年月日：

自

至

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

健康保険
等の加入

状況

資格内容

事業所
整理記号

等

厚生年金保険健康保険営業所の名称区　分

加入　　未加入
適用除外

保険加入
の有無

雇用保険厚生年金保険健康保険

号 年　　月　　日　

施工体制台帳　様式例-1

施　工　体　制　台　帳

許可（更新）年月日許可業種 許可番号

工事業
第

大臣　特定

知事　一般

第

年　　月　　日　
工　期

年　　月　　日　
工事業

発注者名
及　び
住　所

〒

号

建設業の
許　可

下請契約

工事名称
及　び

工事内容

年　　月　　日　
契約日 年　　　月　　　日　

契　約
営業所

区分 名　　　称

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

住　　　所

元請契約

権限及び意見
申出方法

監督員名

現　場
代理人名

権限及び意見
申出方法

元請契約

専　門
技術者名

専　門
技術者名

発注者の
監督員名

権限及び意見
申出方法

監理技術者名
主任技術者名

専任
非専任

資格内容

担　当
工事内容

担　当
工事内容

大臣　特定

知事　一般

資格内容

資格内容

[事業所名・現場ID]

[会社名・事業者ID]

監理技術者補佐
名

雇用保険

下請契約
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（記入要領）
1

2
3

4
①

②

③

④

⑤

5

6

7

一号特定技能外国人の従事の状況について

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の
二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は「有」、
従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。

外国人建設就労者の従事の状況について

外国人技能実習生の従事の状況について

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留資
格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」という。）
が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工す
るために必要な主任技術者を記載する。(監理技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専
門技術者を兼ねることができる。)

監理技術者又は主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けるこ
と。

上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載ある場合は、その写しを添付する
ことにより記載を省略することができる。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の在
留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

健康保険等の加入状況の記入要領は次の通り。
各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。元請契約又は下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除外
される場合は「適用除外」に○を付けること。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。

元請契約欄には元請契約に係る営業所について、下請契約欄には下請契約に係る営業所につい
て記載すること。なお、元請契約に係る営業所と下請契約に係る営業所が同一の場合には、下
請契約の欄に「同上」と記載すること。

2-26



《参　考》

<<下請負人に関する事項>>

－ － )

自

至

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

現場代理人名

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号等

営業所の名称

施工体制台帳　様式例-2

会社名・
事業者ID

代表者名

安全衛生責任者名

住　　所
電話番号

〒

（TEL

健康保険
等の加入

状況

年　　月　　日　

工事名称
及び

工事内容

工　期
年　　月　　日　

契約日 年　　　月　　　日　
年　　月　　日　

施工に必要な許可業種 許可番号

第

第

年　　月　　日　

号

許可（更新）年月日

※主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

権限及び
意見申出方法

工事業建設業の
許　可

※専門技術者名

資 格 内 容

工事業
号

大臣　特定

資 格 内 容

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

担当工事内容

安全衛生推進者名

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無
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※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1

2

3

4

5

※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］

※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］

※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］

3   主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
    記入する)
    (1)経験年数による場合
      1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験
      2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
      3)その他           10年以上の実務経験
    (2)資格等による場合
      1)建設業法「技術検定」
      2)建築士法「建築士試験」
      3)技術士法「技術士試験」
      4)電気工事士法「電気工事士試験」
      5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
      6)消防法「消防設備士試験」
      7)職業能力開発促進法「技能検定」

※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]
1  　 主任技術者の配置状況について[専任・
    非専任]のいづれかに○印を付すること。
2    専門技術者には、土木・建築一式工事を施
    工の場合等でその工事に含まれる専門工事
    を施工するために必要な主任技術者を記載
    する。(一式工事の主任技術者が専門工事の
    主任技術者としての資格を有する場合は専
    門技術者を兼ねることができる。)
      複数の専門工事を施工するために複数の
    専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて
    全員を記載する。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除
外される場合は「適用除外」に○を付けること。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留
資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」とい
う。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付ける
こと。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の
在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場
合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を
「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一
の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。
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《参　考》 年月日：

　【報告下請負業者】

<<自社に関する事項>>

自

至

施工体制台帳　様式例-3

再　下　請　通　知　書

※主任技術者名

資 格 内 容

専　任
非専任

代表者名

会 社 名・
事業者ID

住　　所

元請名称・
事業者ID

直近上位
注文者名

現場代理人名

資 格 内 容

担当工事内容

雇用管理責任者名

権限及び
意見申出方法

※専門技術者名

監 督 員 名 安全衛生責任者名

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

号 年　　月　　日　
工事業 知事　一般

健康保険
等の加入

状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

工事業 知事　一般

大臣　特定
第

建設業の
許　可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

大臣　特定
第 号 年　　月　　日　

工事名称
及び

工事内容

工　期
年　　月　　日　 注文者との

契　約　日
年　　　月　　　日　

年　　月　　日　

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無
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※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1

2

3

4

5

※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］

※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］

※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留
資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」とい
う。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付ける
こと。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の
在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場
合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一
の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。

※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]
1 　 主任技術者の配置状況について[専任・
   非専任]のいづれかに○印を付すること。
2   専門技術者には、土木・建築一式工事を施
   工の場合等でその工事に含まれる専門工事
   を施工するために必要な主任技術者を記載
   する。(一式工事の主任技術者が専門工事の
   主任技術者としての資格を有する場合は専
   門技術者を兼ねることができる。)
     複数の専門工事を施工するために複数の
   専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて
   全員を記載する。

3  主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
   記入する)
   (1)経験年数による場合
     1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験
     2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
     3)その他           10年以上の実務経験
   (2)資格等による場合
     1)建設業法「技術検定」
     2)建築士法「建築士試験」
     3)技術士法「技術士試験」
     4)電気工事士法「電気工事士試験」
     5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
     6)消防法「消防設備士試験」
     7)職業能力開発促進法「技能検定」

下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を
「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除
外される場合は「適用除外」に○を付けること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。
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《参　考》

<<再下請負関係>>
再下請業者及び再下請契約関係について次にとおり報告いたします。

－ － )

自

至

施工体制台帳　様式例-4

資 格 内 容

担当工事内容

一号特定技能外国人の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

※主任技術者名
専　任
非専任

雇用管理責任者名

資 格 内 容 ※専門技術者名

現場代理人名 安全衛生責任者名

権限及び
意見申出方法

安全衛生推進者名

加入　　未加入
適用除外

加入　　未加入
適用除外

事業所
整理記号等

営業所の名称 健康保険 厚生年金保険 雇用保険

号 年　　月　　日　
工事業 知事　一般

健康保険
等の加入

状況

保険加入
の有無

健康保険 厚生年金保険 雇用保険

加入　　未加入
適用除外

工事業 知事　一般

大臣　特定
第

建設業の
許　可

施工に必要な許可業種 許可番号 許可（更新）年月日

大臣　特定
第 号 年　　月　　日　

工事名称
及び

工事内容

工　期
年　　月　　日　

契約日 年　　　月　　　日　
年　　月　　日　

有　　無

会社名・
事業者ID

代表者名

住　　所
電話番号

〒

（TEL
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※［健康保険等の加入状況の記入要領］
1

2

3

4

5

※［一号特定技能外国人の従事の状況の記入要領］

※［外国人建設就労者の従事の状況の記入要領］

※［外国人技能実習生の従事の状況の記入要領］

一号特定技能外国人（出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一
の二の表の特定技能一号の在留資格を決定された者。）が当該建設工事に従事する場合は
「有」、従事する予定がない場合は「無」を○で囲むこと。

雇用保険の欄には、労働保険番号を記載すること。継続事業の一括の認可に係る営業所の場合
は、本店の労働保険番号を記載すること。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の五の表の上欄の在留
資格を決定された者であって、国土交通大臣が定めるもの（以下「外国人建設就労者」とい
う。）が建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付ける
こと。

出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）別表第一の二の表の技能実習の
在留資格を決定された者（以下「外国人技能実習生」という。）が当該建設工事に従事する場
合は「有」、従事する予定がない場合は「無」に○印を付けること。

※ [主任技術者、専門技術者の記入要領]
1  　主任技術者の配置状況について[専任・
   非専任]のいづれかに○印を付すること。
2   専門技術者には、土木・建築一式工事を施
   工の場合等でその工事に含まれる専門工事
   を施工するために必要な主任技術者を記載
   する。(一式工事の主任技術者が専門工事の
   主任技術者としての資格を有する場合は専
   門技術者を兼ねることができる。)
     複数の専門工事を施工するために複数の
   専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて
   全員を記載する。

3  主任技術者の資格内容(該当するものを選んで
   記入する)
   (1)経験年数による場合
     1)大学卒[指定学科]  3年以上の実務経験
     2)高校卒[指定学科]  5年以上の実務経験
     3)その他           10年以上の実務経験
   (2)資格等による場合
     1)建設業法「技術検定」
     2)建築士法「建築士試験」
     3)技術士法「技術士試験」
     4)電気工事士法「電気工事士試験」
     5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
     6)消防法「消防設備士試験」
     7)職業能力開発促進法「技能検定」

下請契約に係る営業所以外の営業所で再下請契約を行う場合には、事業所整理記号等の欄を
「下請契約」と「再下請契約」の区分に分けて、各保険の事業所整理記号等を記載すること。

各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合には「加入」、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未
加入」に○印を付けること。下請契約又は再下請契約に係る全ての営業所で各保険の適用が除
外される場合は「適用除外」に○を付けること。

健康保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を記載
すること。一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載する
こと。

厚生年金保険の欄には、事業所整理記号及び事業所番号を記載すること。一括適用の承認に係
る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を記載すること。
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《参　考》

自

至

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

工
事

元 請 名・事業者ID
会　社　名・

事業者ID

監理技術者名
主任技術者名

監理技術者補佐名

施工体制台帳　様式例-5

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発 注 者 名

工期
年　　月　　日　

工 事 名 称 年　　月　　日　

監 督 員 名 工 事 内 容 工 事 内 容 工 事 内 容

会　社　名・
事業者ID

代表者名

主任技術者

特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

会　社　名・
事業者ID

会　社　名・
事業者ID

専門技術者

工 事 内 容

専門技術者名 主任技術者

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

専門技術者

担当工事
内容

担当工事
内容

担当工事
内容

担当工事
内容

代表者名

主任技術者

許可番号

有・無

代表者名 代表者名

主任技術者

専門技術者 専門技術者

特定専門工
事の該当

有・無

工 事 内 容
会　　　長

統括安全衛生責任者 会　社　名・
事業者ID

副　会　長

許可番号

書　　　記 代表者名

安全衛生責任者

許可番号

工 事 内 容工 事 内 容

安全衛生責任者

代表者名

一般/特定の別

代表者名

会　社　名・
事業者ID

一般/特定の別 一般/特定

工 事 内 容

許可番号

一般/特定の別 一般/特定

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

専門技術者

担当工事
内容

担当工事
内容

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

専門技術者 専門技術者 専門技術者

担当工事
内容

担当工事
内容

主任技術者

特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無

主任技術者 主任技術者 主任技術者

一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者 安全衛生責任者

一般/特定の別 一般/特定 一般/特定の別 一般/特定 一般/特定の別 一般/特定

許可番号 許可番号 許可番号

代表者名 代表者名 代表者名

会　社　名・
事業者ID

工 事 内 容

代表者名

許可番号

一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者

工 事 内 容

専門技術者

担当工事
内容

専門技術者名

担当工事内容

担当工事内容

許可番号

一般/特定の別

許可番号

安全衛生責任者

許可番号

一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者

一般/特定 一般/特定の別 一般/特定

安全衛生責任者

特定専門工
事の該当

有・無

安全衛生責任者

専門技術者

会　社　名・
事業者ID

主任技術者

一般/特定

許可番号

主任技術者 主任技術者

安全衛生責任者

代表者名

会　社　名・
事業者ID

一般/特定の別 一般/特定

特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無
特定専門工
事の該当

有・無

主任技術者

専門技術者 専門技術者

担当工事
内容

工 事 内 容

担当工事
内容

担当工事
内容

工 事 内 容

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

年 　月 　日～　　年 　月 　日

会　社　名・
事業者ID

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日元方安全衛生管理者

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日 工期

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

（注）一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、
　　現場責任者名、工期を記入する。

工期 年 　月 　日～　　年 　月 　日

会　社　名・
事業者ID

会　社　名・
事業者ID
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年 月 日
（ ）

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日

作 　業 　員 　名 　簿施工体制台帳様式例-6

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

（ ）

年 （ ） ～

技能者ＩＤ 雇用保険

（ ）

中小企業退職金
共済制度

在留
資格

雇入・職長
特別教育

技能講習 免　　許
受入教育

実施年月日

建設業退職金
共済制度

技能
レベル

教　育・資　格・免　許 入場年月日

氏　　　　名 年金保険

経 験 年 数 年   齢 家族連絡先 （ＴＥＬ）

最近の健康診断日
血
液
型

特殊健康診断日
健康保険

血          　圧 種　　　　　類

番
　
号

フ　リ　ガ　ナ

職　種

所属事業
者と異なる
事業者の

元で就業し
た場合

※

雇入年月日 生年月日 現 住 所 （ＴＥＬ）

殿
提出日

本書面に記載した内容は、作業員名簿として、安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡
・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。

1  次
会 社 名

次

会 社 名

元　請
確認
欄

事業所の名称

（ 年　　　月　　　日 作成 ）

所　長　名
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第４ 工事現場における適正な施工体制の確保等について

平成13年4月1日 北開局工管第12号

最終改正 令和6年2月8日 北開局工管第211号

事業振興部長から開発監理部長、

営繕部長及び各開発建設部長あて

標記について、別紙要領により実施することとしたので通知する。
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工事現場等における施工体制の点検要領

１ 目的

公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事の施工段階

において契約の履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要である。特に、監督業

務については、監理技術者の専任制等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に

対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるようにするこ

とが重要である。

本要領は、北海道開発局が発注した請負工事の施工体制について、監督業務等において把握すべ

き点検事項等を定め、もって工事現場の適正な施工体制の確保等に資するものとする。

２ 適用対象

点検のうち監理技術者等の専任に関する点検は、建設業法第 26 条第３項に該当する工事（請負
代金の額が 4,000 万円以上のもの。ただし、建築一式工事の場合は、8,000 万円以上のもの。）につ
いて行うこととする。また、施工体制台帳等に関する点検は、下請契約を締結した工事について行

うこととする。

３ 点検の基本

(1) 点検事項

適正化法及び適正化指針において、工事現場の適正な施工体制の確保のため、発注者が監督業

務等において把握することとされている事項について点検すること。

(2) 建設業許可部局への通知

点検等により、次のいずれかに該当すると疑うに足りる事実を把握したときは、当該建設業者

が建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域

を管轄する都道府県知事（以下「建設業許可部局」という。）に対し、その事実を通知すること。

一 建設業法第８条第９号、第 10号（同条第９号に係る部分に限る。）、第 11号（同条第９号に
係る部分に限る。）、第 12 号（同条第９号に係る部分に限る。）若しくは第 13 号（これらの規
定を同法第 17 条において準用する場合を含む。）又は第 28 条第１項第３号、第４号若しくは
第６号から第８号までのいずれかに該当すること。

二 適正化法第 15 条第２項若しくは第３項、同条第１項の規定により読み替えて適用される建
設業法第 24 条の８第１項、第２項若しくは第４項又は同法第 26 条若しくは第 26 条の２の規
定に違反したこと。

(3) 工事成績への反映

入札・契約手続きにおける監理技術者の専任制の確認及び現場における施工体制の把握を通じ

て、受注者である建設業者に不適切な点があった場合は、その内容、改善状況に応じて工事成績

評定に適切に反映すること。
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４ 入札・契約手続きにおける監理技術者の専任制の確認等

(1) 入札前における確認

２．前段に定める工事に該当すると見込まれる工事の申込者を対象に、配置予定技術者（申込

者が共同企業体の場合は、全構成員の配置予定技術者。以下同じ）の他の工事の従事状況（工事

名、工期など）を競争参加資格確認申請書又は技術資料（以下「申請書等」という。）の項目と

して追加し、提出を求めること。ＣＯＲＩＮＳを用いて配置予定技術者が重複しないことを確認

すること。申請書等により承知している状況と異なる重複があった場合は、企業情報サービスな

どで監理技術者の所属及び資格者証保持の確認をするとともに、相手方に申請書等の内容につい

て電話等で確認すること。

申請書等の内容に問題がある事実が確認できた場合、競争参加資格を認めない、あるいは、非

指名の扱いとすること。なお、この場合において申請書等の差し替えは認めないこと。

（注）ＣＯＲＩＮＳ：工事実績情報を提供するサービス

企業情報サービス：監理技術者資格者証情報などを提供するサービス

(2) 入札後、契約前における確認

２．前段に定める工事に該当すると見込まれる工事の落札者を対象に、ＣＯＲＩＮＳを用い配

置予定技術者が重複しないことを確認すること。

重複があった場合は、企業情報サービスなどで監理技術者の所属及び資格者証保持の確認をす

るとともに、相手方に申請書等の内容について電話、面接等で確認すること。

専任制違反となる事実が確認された場合、契約を結ばないこととする。なお、この場合におい

て発注者が承認した場合の外は、申請書等の差し替えは認めないこと。

(3) 契約後における確認

２．前段に定める工事のうち、専任の監理技術者を配置する工事については、当該工事のＣＯ

ＲＩＮＳ登録後、ＪＡＣＩＣ－ＣＥ協議会より監理技術者の重複、所属及び資格者証保持のチェ

ックにおいて重複の疑義情報が提供される。監理技術者としての専任を要する工事相互において

重複、あるいは所属及び資格者証保持に疑義があるとの情報の提供を受けた工事について、他工

事の発注者と連絡、情報交換するとともに、契約の相手方に疑義情報の内容を電話、面接等で確

認すること。

専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することができるものとする。ただし、契約

解除が困難な場合においては、当該違反を是正させたうえで、指名停止及び工事成績の減点を行

うものとする。なお、当該工事の監理技術者の交替は発注者が承認した場合の外は認めないこと。

（注） 発注者支援データベース・システム：ＣＯＲＩＮＳと企業情報サービスをネットワーク

化したサービスで、ＣＯＲＩＮＳと企業情報サービスの他、監理技術者の専任を確認する

サービスなどがある。

ＪＡＣＩＣ－ＣＥ協議会：発注者支援データベース・システムを運営管理し情報提供を

行っている協議会（ＪＡＣＩＣとＣＥ財団が協議会の運営管理を行っている）

５ 現場における施工体制の把握

(1) 監理技術者資格証の点検

工事着手前等に監理技術者資格者証の提示を求め、その者が、工事請負契約書第 10 条に基づ
きあらかじめ通知を受けた監理技術者と同一人であり、元請負会社に所属する者であることを確

認すること。

このとき、不適切な点があった場合には、工事請負契約書第 47 条第４号に基づく契約の解除
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も選択に含めて必要な措置を講じること。

(2) 配置予定技術者と契約後の通知に基づく監理技術者の同一性の点検

工事請負契約書第 10 条に基づく通知による監理技術者が、申請書等に記載された配置予定技
術者と同一人であり、元請会社に所属する者であること。

このとき、不適切な点があった場合には、配置予定技術者と同一人を監理技術者とすることを

求める等必要な措置を講じること。

(3) 専任状況の点検

監理技術者の専任状況について、適切な頻度で点検すること。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

(4) 施工体制台帳の点検

現場に備えおかれている施工体制台帳及びそれに添付が義務づけされている下請契約書及び再

下請契約書等を工事期間中に点検すること。

(5) 施工体系図の点検

施工体系図が工事現場の工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げられていることを点検する

こと。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

(6) 施工体制の把握

施工体制が一括下請負に該当していないか、施工体制台帳及び施工体系図が実際の体制と異な

るものでないかを点検すること。

(7) 施工中の建設業許可を示す標識等の点検

建設業許可を受けたことを示す標識が公衆の見やすい場所に掲示されていること、建設業退職

金共済制度適用事業主の工事現場である旨を明示する標識が掲示されていること、労災保険関係

の掲示項目が掲示されていること、及び工事カルテの登録がされていることを点検すること。

このとき、不適切な点があった場合は必要な措置を講じること。

６ その他

(1) 工事現場における適正な施工体制の確保は、各発注者間で統一的な取組みを行うことによって

効果が発揮できることから、本局及び各開発建設部において、工事現場の立入点検の実施や各発

注者が保有する情報を相互に交換するなど、発注者相互の連絡、協調体制の一層の強化に努める

こと。

(2) 発注者支援データベースシステムによる現場専任制の確認の信頼性向上を図り、発注者の内容

確認と受注者の早期登録を確実なものとするため、ＣＯＲＩＮＳ登録の受領書を早期に提出させ

ること。

(3) 施工体制台帳は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるものであり、粗雑工事の

誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するために必要な場合に、適切に活用

すべきものであることに留意すること。
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第５ 工事現場における施工体制の点検要領の運用について

平成13年 4月 1日 事務連絡

最終改正 令和6年 2月 8日 事務連絡

工事管理課長、技術管理課長から

会計課長、営繕管理課長及び

各 開 発 建 設 部 次 長 あ て

工事現場における施工体制の点検要領については、「工事現場における適正な施工体制の確保等に

ついて」（平成13年４月１日付け北開局工管第１２号）をもって通知されたところであるが、点検要

領のうちの「現場における施工体制の把握」については、下記により運用されたい。

記

１ 施工体制の点検について

(1) 施工体制の点検項目別の点検内容、実施時期及び対応については、別紙１の「施工体制の把握

に関する点検内容と対応方法」及び別紙２－１の「一括下請負に関する点検要領」によること。

(2) 施工体制の把握結果の整理は、別紙３－１の「工事現場における施工体制の把握表」を参考と

すること。

(3) 主任監督員は施工体制の把握結果を、技術検査時に技術検査官に提示すること。

(4) 別紙２－１による一括下請負の疑義の判定は当面、主任監督員、事務所長又は副所長、事業所

長、本部担当課長等の合議により行うこと。

(5) 平成13年10月1日以降は、二次下請負以下の契約書についても契約金額を記入することとなっ

ていることの周知を図ること。

２ 監理技術者の専任制の確認について

(1) 入札前における確認

配置予定技術者が重複していないことの確認は、技術審査会の構成員である当該工事を所掌す

る課（室）の長（以下、「工事担当課長」という。）が行う。

(2) 入札後、契約前における確認

配置予定技術者が重複していないことの確認は契約課長が行い、重複していないことが確認で

きた場合は、その旨及び配置予定技術者名を当該工事の主任監督員に通知すること。

重複していることが確認された場合、契約課長は工事担当課長にその旨通知するとともに、工

事担当課長は相手方に申請書等の内容について電話、面談等で確認すること。

(3) 契約後における確認

監理技術者としての専任を要する工事相互において重複、あるいは所属及び資格者証保持に疑

義があるとＪＡＣＩＣ－ＣＥ協議会から情報の提供を受けた工事について、本局工事管理課は、

その情報を当該工事を所掌する開発建設部の契約課長に通知する。

通知を受けた契約課長は、疑義があるとの情報提供を受けた工事の受注者に疑義情報の内容を

電話、面談等で確認し、その確認結果及び措置状況を本局工事管理課長へ報告すること。
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(4) その他

監理技術者の専任制に係る本通達の内容については、入札公示室に別紙の周知文書を掲示する

ことにより有資格業者に対して注意を喚起すること。

なお、技術者の適正な配置については、参考２及び「技術者の適正配置の徹底等について」（平

成１２年４月１１日付け北開局工第１号）の別添「監理技術者資格者証運用マニュアル」を参考

とされたい。

３ 関係規程の廃止等について

「工事現場における適切な施工体制の確保等について」（平成１１年３月２４日付け事務連絡）

は廃止する。

なお、平成１３年４月１日より前に契約した工事については、従前の例による。
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施工体制の把握における留意点

１ 施工体制台帳及び施工体系図に係る記載内容に関する留意点

(1) 掲示する施工体系図は、「施工体制台帳の作成等についての改正について」（平成１３年４月１

日付け北開局工管第５５号）により作成したものとする。

(2) 提出する施工体制台帳及び施工体系図は、「施工体制台帳に係る書類の提出について」（平成１

３年４月１日付け北開局工管第２２号）により作成したものとする。この場合にあっては、建設

工事に関する請負契約及び警備に係る請負契約（一次下請負人となる場合のみ）に関して必要事

項を記載するよう求める。

(3) 請負契約が単価契約である場合は、その旨を記載するよう求める。

(4) 施工体系図の担当工事内容は、できるだけ数量総括表に明示した工種区分との対応がわかるよ

う記載することを求める（ただし、詳細になりすぎないように留意する。）。

２ 施工体制台帳及び施工体系図の記載漏れ等に関する連絡

施工体制台帳等と実際の施工体制に差異を発見した場合は、是正を求めるとともに、以下の要件

に該当する場合は、契約担当官及び建設業許可部局に連絡する。

なお、再下請負契約において疑義が生じた場合は、元請負人に対する是正を求める前に契約担当

官、建設業許可部局に連絡すること。

(1) 監理技術者、施工計画書に記載された技術者及び主任技術者に係る届出に虚偽があった場合

(2) 一次下請負人の記載漏れがあった場合

(3) 二次下請より下位の下請負人にあっては、契約期間が１ケ月以上かつ契約金額が500万円以上

の下請負人の記載漏れがあった場合。

(4) 上記(２)及び(３)については、記載すべき事項が生じてから概ね１ケ月を経過した後に適用する。

３ 施工体系図等の工事現場での掲示

維持工事など工事場所が移動する工事にあっては、監理技術者又は現場代理人が常駐する事務所

等に掲示していることを把握。

４ 共同企業体における配置技術者

共同企業体の場合は、原則として、全ての構成員で監理技術者又は主任技術者が配置されている

ことを把握。

（参考：「共同企業体の取扱いについて」（昭和６３年１２月２８日北開局工第７１号））
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（参考）

施工体制の把握に関する法令等

○公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、同施行令

○公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針

○建設業法、同施行令、同施行規則

○工事請負契約書に基づく共通仕様書

○労働者災害補償保険法施行規則

○「建設労働者の福祉の充実について」（平成５年８月１０日建設省経労発第７３号）

○「工事現場における適正な施工体制の確保等について」（平成１３年４月１日北開局工管第12号）
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（参考）土木工事における監理技術者の専任制、施工体制台帳等の法律等の根拠

建設業法 工事請負契約書 工事仕様書
「建設労働者の福祉の充実について」通達

（H5.8.10本省→業団体の長）
労働者災害補償保険法施行規則

① 監理技術者資格者証 法第２６条第４項 第１０条 （現場代理人及び主任技術者等） 　

② 監理技術者の同一性 専任の者でなければならない監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を
受けている者のうちから、これを選任しなければならない。

乙は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定め
るところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければなら
ない。
一 現場代理人
二 (A)    主任技術者
二 (B)    監理技術者

　

法第２６条第５項
発注者から請求があったときは、監理技術者資格証を提示しなければなら
ない。

法第２６条２項

特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負
代金の額が政令で定める金額（3,000万円）以上になる場合においては、監
理技術者を置かなければならない。

③ 監理技術者等の常駐 法第２６条第３項 第12条（工事関係者に関する措置請求） 　

公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるもの(2,500万円以
上)については、主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者
でなければならない。（※建築一式工事の場合 5,000万円以上)

２　甲又は監督職員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者
（これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他乙が工事を施
工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理に
つき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理
由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することが
できる。

　

④ 施工体制台帳 第１３条 法第２４条の７第１項 第７条（下請負人の通知） 仕１－１－１３

公共工事の受注者は、作成
した施工体制台帳の写しを
発注者に提出しなければな
らない。

下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上(3,000万円以上)となると
きは、建設省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場
毎に備え置かなければならない。（※建築一式工事の場合 4,500万円以
上）

甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を
請求することができる。

建設省令に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるととも
に、所定の様式により監督職員に提出しなければならない。

法第２４条の７第２項

下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせ
たときは、建設省令で定める事項を特定建設業者に通知しなければならな
い。

法第２４条の７第３項

発注者から請求があったときは、備え置かれた施工体制台帳を、発注者の
閲覧に供しなければならない。

⑤ 施工体系図 第１３条第３項 法第２４条の７第４項
第６条

仕１－１－１３

公共工事の受注者は、施工
体系図を「工事関係者が見
やすい場所及び公衆が見や
すい場所」に掲げなければ
ならない。

施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事における各下請負
人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場
の見やすい場所に掲げなければならない。

規則第１４条の４第３項
施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
　一．請負契約及び下請負契約に係る書面の写し

乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してそ
の機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負
わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この
限りでない。

建設省令の定めに従って、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系
図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなけ
ればならない。また、施工体系図を所定の様式により、監督職員に提出しな
ければならない。

法第２６条第１項

建設業者は、その請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場に
おける建設工事の技術上の管理をつかさどる者（主任技術者）を置かなけ
ればならない。

⑥ 施工体制の把握 第１２条 法第２２条

（一括下請負） 公共工事については、建設
業法第２２条第３項の規定
は、適用しない。

建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問
わず、一括して他人に請け負わせてはならない。（適正化法第１２条によ
り公共工事については発注者が承認することはない。）

法第２８条１項４号

建設大臣又は都道府県知事は、次の各号に該当する場合は必要な指示をす
ることができる。
四　建設業者が第２２条の規定に違反したとき。

⑦ 建設業許可を示す標識
の把握

法第４０条
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所
に、建設省令の定めるところにより、許可を受けた別表の下欄の区分によ
る建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他建設省令で定める
事項を記載した標識を掲げなければならない。

⑧ 仕１－１－７
請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が2,500万円以上の工事
について、実績情報システム（CORINS）に基づき、受注・変更・完成時に工
事実績情報として「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、受
注時は契約後10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から10日以内
に、完成時は工事完成後10日以内に（財）日本建設情報総合センタ－にフ
ロッピ－ディスク等により登録しなければならない。

⑨ 建退協制度関係に関す
る掲示の把握

【通達】
・・・（略）・・・下記の事項に努めるよう指導方お願いする。
２．（４）
②工事現場における「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」
標識の掲示を行うこと。

⑩ 労災保険関係に関する掲示の把握 規則第４９条
第四十九条事業主は、労災保険に関する法令のうち、労働者に関係
のある規定の要旨、労災保険に係る保険関係成立の年月日及び労働
保険番号を常時事業場の見易い場所に　掲示し、又は備え付ける等
の方法によつて、労働者に周知させなければならない。

その他 法第２８条１項３号
建設大臣又は都道府県知事は、次の各号に該当する場合は必要な指示をす
ることができる。
三　建設業者又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令に違反
し、建設業者として不適当であると認められるとき。

適正化法確認内容

工事カルテの登録の把握

　
各
省
各
庁
の
長
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
等
が
発
注
す
る
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
に
関
し
、
当
該
公
共
工
事
の
受
注
者
で
あ
る
建
設
業
者
（
建
設
業
法
第
２
条
第
３
項
に
規
定
す
る
建
設
業
者
を
い
う
。
）
に
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
建
設
業
者
が
建
設
業
の
許
可
を
受
け
た
国
土
交
通
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
及
び
当
該
事
実
に
係
る
営
業
が
行
わ
れ
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
対

し
、
そ
の
事
実
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
一
　
建
設
業
法
第
2
8
条
第
１
項
第
３
号
、
第
４
号
又
は
第
６
号
か
ら
第
８
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

　
　
　
二
　
第
1
3
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
建
設
業
法
第
2
4
条
の
７
第
４
項
、
同
条
第
１
項
若
し
く
は

　
　
　
　
　
第
２
項
又
は
同
法
第
2
6
条
若
し
く
は
第
2
6
条
の
２
の
規
定
に
違
反
し
た
こ
と
。

　
公
共
工
事
を
発
注
し
た
国
等
に
係
る
各
省
各
庁
の
長
等
は
、
施
工
技
術
者
の
設
置
の
状
況
そ
の
他
の
工
事
現
場
の
施
工
体
制
を
適
正
な
も
の
と
す
る
た
め
、
当
該
工
事
現
場
の
施
工
体
制
が
施
工
体
制
台
帳
の
記
載
に
合
致
し
て

い
る
か
ど
う
か
の
点
検
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
11
条

第
14
条
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別
紙
１

施
工
体
制
の
把
握
に
関
す
る
点
検
内
容
と
対
応
方
法

目
的

背
景

把
握
項
目

点
検

内
容

実
施
時
期

対
応

方
法

Ⅰ
監
理
技
術
者
の
専
任
制
の
元
請
負
人
が
適
切
に
業
務
を
行
い
、
①
監
理
技
術
者
資
格
者
監
理
技
術
者
本
人
か
ら
携
帯
し
て
い
る
監
理
技
術
者
資
格
者
証
を
提
工
事
着
手
前

＜
ス
テ
ッ
プ
１
＞

徹
底

工
事
の
品
質
を
適
切
に
確
保
す
る
た

証
の
把
握

示
さ
せ
る
。

疑
義
が
あ
る
場
合
は
、
監
理
技
術
者
、
元
請
会
社
に
説
明
を
求
め
る
と
と
も

め
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
監
理
技

監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
会
社
名
、
工
種
区
分
、
期
限
、
裏
書
き
に
工
事
着
手
前

に
、
監
理
技
術
者
が
直
接
的
か
つ
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ
る
こ
と
を
証
明

術
者
の
専
任
を
把
握
。

よ
る
変
更
等
に
つ
い
て
把
握
。

す
る
書
類
（
健
康
保
険
証
又
は
住
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知
書
の
写
し
）
の

②
同
一
性
の
把
握

配
置
予
定
技
術
者
（
※
１
、
通
知
に
よ
る
監
理
技
術
者
（
※
２
、
工
事
着
手
前

提
出
を
求
め
る
。

）
）

施
工
体
制
台
帳
に
記
載
さ
れ
た
監
理
技
術
者
及
び
監
理
技
術
者
資
格

＜
ス
テ
ッ
プ
２
＞

者
証
に
記
載
さ
れ
た
技
術
者
名
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
把
握
。

さ
ら
に
必
要
な
場
合
は
、
監
理
技
術
者
資
格
者
証
発
行
部
局
に
問
い
合
わ
せ

る
。

＜
ス
テ
ッ
プ
３
＞

監
理
技
術
者
資
格
者
証
の
写
真
に
よ
り
本
人
で
あ
る
こ
と
を
把
握
。
工
事
着
手
前

契
約
担
当
官
・
業
許
可
部
局
に
連
絡
し
、
契
約
解
除
の
選
択
も
含
め
て
必
要

な
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。

③
常
駐
の
把
握

監
理
技
術
者
の
常
駐
を
把
握
。

工
事
施
工
中

＜
ス
テ
ッ
プ
１
＞

１
（
回
／
月
）
程
度
疑
義
が
あ
る
場
合
は
、
現
場
で
の
把
握
頻
度
を
増
や
す
。
ま
た
、
必
要
に
応

打
合
わ
せ
時
等
に
監
理
技
術
者
が
施
工
計
画
や
工
事
に
係
る
工
程
、
工
事
施
工
中

じ
て
本
人
に
不
在
の
理
由
を
聞
く
。

技
術
的
事
項
を
把
握
し
、
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い
る
か
を
把
握
。

打
合
わ
せ
時

＜
ス
テ
ッ
プ
２
＞

把
握
結
果
は
別
紙
２
－
１
一
括
下
請
負
に
関
す
る
点
検
要
領

契
約
担
当
官
・
業
許
可
部
局
に
連
絡
し
、
契
約
解
除
の
選
択
も
含
め
て
必
要

（
、

「
」

の
別
紙
３
－
２
に
反
映
す
る
）

な
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。

Ⅱ
適
切
な
施
工
体
制
の
確
保
不
良
・
不
適
格
業
者
を
的
確
に
発
見
④
施
工
体
制
台
帳

施
工
体
制
台
帳
が
現
場
に
備
え
付
け
ら
れ
、
か
つ
同
一
の
も
の
が
提
工
事
施
工
中

＜
ス
テ
ッ
プ
１
＞

。
、

・
排
除
し
、
工
事
の
品
質
確
保
、
建

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
。

当
初
及
び
変
更
時

施
工
体
制
台
帳
等
の
不
備
を
発
見
し
た
場
合
は
改
善
措
置
を
求
め
る
ま
た

設
業
の
健
全
な
発
展
を
図
る
た
め

施
工
体
制
台
帳
に
下
請
負
契
約
書
（
写
）
及
び
再
下
請
負
通
知
書
が
工
事
施
工
中

必
要
な
場
合
は
、
現
場
で
の
把
握
頻
度
を
増
や
す
。
技
術
者
本
人
に
お
い
て

に
、
現
場
の
施
工
体
制
を
把
握
。

添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
。

当
初
及
び
変
更
時

疑
義
が
あ
る
場
合
は
、
技
術
者
が
直
接
的
か
つ
恒
常
的
な
雇
用
関
係
に
あ
る

下
請
負
金
額
が
記
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
。

工
事
施
工
中

こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
健
康
保
険
証
又
は
住
民
税
特
別
徴
収
税
額
通
知
書

当
初
及
び
変
更
時

の
写
し
）
の
提
出
を
求
め
る
。

⑤
施
工
体
系
図

施
工
体
系
図
が
当
該
工
事
現
場
の
工
事
関
係
者
及
び
公
衆
が
見
や
す
工
事
施
工
中

＜
ス
テ
ッ
プ
２
＞

い
場
所
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
。

当
初
及
び
変
更
時

契
約
担
当
官
・
業
許
可
部
局
に
連
絡
し
、
契
約
解
除
の
選
択
も
含
め
て
必
要

施
工
体
系
図
に
記
載
の
な
い
業
者
が
作
業
し
て
い
な
い
こ
と
を
把
工
事
施
工
中

な
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。

握
（
例
え
ば
、
安
全
訓
練
等
の
出
席
者
名
簿
、
日
々
の
作
業
指
示
１
（
回
／
月
）
程
度

。

書
等
で
確
認
）

施
工
体
系
図
に
記
載
さ
れ
て
い
る
主
任
技
術
者
及
び
施
工
計
画
書
に
工
事
施
工
中

記
載
さ
れ
て
い
る
技
術
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
把
握
。

当
初
及
び
変
更
時

元
請
負
人
が
そ
の
下
請
工
事
の
施
工
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
る
と
工
事
中
１
回
以
上

＜
ス
テ
ッ
プ
１
＞

⑥
施
工
体
制
の
把
握

。
「

（
）」

認
め
ら
れ
る
こ
と
等
を
把
握
（
別
紙
２
－
１
「
一
括
下
請
負
に
関
（
工
事
初
期
等
）

別
紙
３
－
２
工
事
現
場
に
お
け
る
施
工
体
制
の
把
握
表
一
括
下
請
負

「
（

）」
す
る
点
検
要
領
」
に
よ
り
点
検
）

及
び
別
紙
３
－
３
工
事
現
場
に
お
け
る
施
工
体
制
の
把
握
表
実
質
関
与

に
あ
る
点
検
項
目
に
つ
い
て
把
握
す
る
。

＜
ス
テ
ッ
プ
２
＞

一
括
下
請
負
の
疑
義
が
あ
る
工
事
に
つ
い
て
は
、
建
設
業
許
可
部
局
に
通
知

し
、
建
設
業
許
可
部
局
と
共
同
し
て
一
括
下
請
負
の
禁
止
に
関
す
る
調
査
を

実
施
。

Ⅲ
そ
の
他

そ
の
他
、
元
請
の
適
正
な
施
工
体
制
⑦
工
事
カ
ル
テ
の
登
録
受
注
時
工
事
カ
ル
テ
は
適
正
に
、
か
つ
期
限
内
に
登
録
さ
れ
て
い
る
工
事
着
手
前

＜
ス
テ
ッ
プ
１
＞

の
確
保
の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ

か
を
把
握
。

不
適
切
な
場
合
は
、
是
正
を
求
め
る
。

い
て
把
握
。

⑧
建
設
業
許
可
を
示
す
建
設
業
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
示
す
標
識
が
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
工
事
施
工
中

＜
ス
テ
ッ
プ
１
＞

標
識

に
設
置
し
て
あ
る
こ
と
、
監
理
技
術
者
が
正
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
１
回

不
適
切
な
場
合
は
、
是
正
を
求
め
る
。

こ
と
を
把
握
。

＜
ス
テ
ッ
プ
２
＞

⑨
建
退
協
制
度
に
関
す
建
設
業
退
職
金
共
済
制
度
に
関
す
る
標
識
が
現
場
に
掲
示
さ
れ
て
い
工
事
施
工
中

契
約
担
当
官
・
業
許
可
部
局
・
労
働
当
局
に
連
絡
し
、
契
約
解
除
の
選
択
も

る
掲
示

る
こ
と
を
把
握
。

１
回

含
め
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
た
め
の
調
査
を
行
う
。

⑩
労
災
保
険
に
関
す
る
労
災
保
険
関
係
の
項
目
が
現
場
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
さ
れ
て
い
工
事
施
工
中

掲
示

る
こ
と
を
把
握
。

１
回

※
１
：
競
争
参
加
資
格
確
認
申
請
書
又
は
技
術
資
料
に
記
載
さ
れ
た
配
置
予
定
の
監
理
技
術
者

※
２
：
工
事
請
負
契
約
書
第
１
０
条
に
基
づ
き
通
知
さ
れ
た
監
理
技
術
者
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別紙２－１

一括下請負に関する点検要領

１ 趣旨

本要領は、工事現場における施工体制の把握において、一括下請負の疑義がある工事を抽出する

ための要領を定める。

２ 点検の方法

(1) 「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について （平成１３年４月１日付け北開」

局工管第５４号）において、一括下請負に該当するとされている要件に合致する工事を一括下請

負の疑義がある工事として抽出する。

(2) 一括下請負に関する点検は、監理技術者等の専任、施工体制、元請及び下請の担当工事、実質

関与等について実施する。

(3) 一括下請負に関する点検は、工事中に１回以上行うものとし、順次点検項目を絞り込むなどの

工夫をして効率的に実施する。

(4) 監理技術者の専任については、専任を必要とする工事全てについて点検する。

(5) 施工体制、実質関与等については、次の要件のいずれかに該当する工事について重点的に実施

する。一方、元請負人が主たる部分を自ら施工していることが把握できた場合等、一括下請負に

該当しないことが明白になった場合には、以降の点検を省略してよい。

・重点点検対象工事

ア 請負金額が１億円以上でかつ、主たる部分を実施する（最大契約額の）一次下請負人が元

請契約額の過半を占めている工事

イ 同業種の同規模（ランク）又は上位規模の会社が一次下請にある工事

ウ 工区割された同時期の隣接工事について、同一会社が一次下請等に存在している工事

エ 低入札価格調査対象となった工事

オ その他、監理技術者の専任に疑義がある工事等の点検の必要を認めた工事

(6) 重点点検対象工事においては、元請だけではなく、少なくとも三次下請までの自ら施工してい

ないと思われる下請について点検を行う。

(7) １回の点検で判定が困難な工事は、点検頻度を増す。

(8) 点検の結果、必要な場合には元請負人から意見を聞き、一括下請負の疑義がある工事について

は、建設業許可部局に通知する。

(9) 主任監督員は、点検の結果を様式に記録し、工事検査時に技術検査官に提示する。

(10) 記録様式は、別紙３－２「工事現場における施工体制の把握表（一括下請負 、及び別紙３－）」

３「工事現場における施工体制の把握表（実質関与 」を参考とする。）

３ 一括下請負の疑義がある工事の判定方法

、 。(1) 監理技術者等の専任がないことの事実を把握した場合は 一括下請負の疑義がある工事とする

なお、監理技術者等の専任がない場合は、建設業法第26条違反ともなる。

(2) 元請の実質関与に関しては、別紙３－３「工事現場における施工体制の把握表（実質関与 」）

を参考に、次の項目等について点検する。

技術者専任①
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発注者との協議②

住民への説明③

官公庁等への届け出等④

近隣工事との調整⑤

施工計画⑥

工程管理⑦

出来形品質管理⑧

完成検査⑨

安全管理⑩

下請けの施工調整及び指導監督⑪

(3) 別紙３－３「工事現場における施工体制の把握表（実質関与 」を用いての点検の結果、）

ア 全項目で○。この場合 「元請負人は総合的な企画・調整等全体を実施」とする。、

イ ア、ウ以外。この場合 「元請負人は総合的な企画・調整等を部分実施」とする。、

。 、「 」 。ウ 全項目で△又は× この場合 元請負人は総合的な企画･調整等を実施していない とする

(4) 一括下請負の疑義がある工事の判定に当たっては、施工体制にも注意し、別紙２－２「粉らわ

しいケースでの判定の目安」を参考に判定する。

(5) 別紙２－２「粉らわしいケースでの判定の目安」は、判定の目安であるので、次のような場合

は、これらの要素も加味して別途、判定する。

ア 当該施工体制についての請負人からの説明に合理性が認められた場合

イ 一括下請負の調査に対して不誠実な行為が明らかとなった場合

等

2-46



紛
ら
わ
し
い
ケ
ー
ス
で
の
判
定
の
目
安

別
紙
２
－
２

ケ
ー
ス
１

ケ
ー
ス
２

ケ
ー
ス
３

ケ
ー
ス
４
（
下
請
の
一
括
下
請
負
）

主
た
る
部
分
を
行
う
一
次
下
請
負

特
定
の
一
次
下
請
負
人
が
主
た
る

工
区
割
り
さ
れ
た
同
時
期
の
隣

下
請
負
人
に
直
営
施
工
が
な
く
、
再

ケ
ー
ス
内
容

人
が
主
た
る
部
分
の
直
営
施
工
を
し

部
分
の
直
営
施
工
を
し
て
い
る
が
当

接
工
事
に
つ
い
て
同
一
会
社
が
一
次
下
請
負
人
が
実
質
的
に
施
工
を
し
て
い

て
お
ら
ず
(
管
理
業
務
が
主
体
)
二
次

該
一
次
下
請
負
人
が
工
事
全
体
の
大
下
請
負
人
（
元
請
と
一
次
下
請
の
場
る
ケ
ー
ス

下
請
負
人
以
下
が
実
質
施
工
し
て
い

部
分
を
実
施
し
て
い
る
ケ
ー
ス
｡

合
も
同
様
）
と
し
て
、
主
た
る
部
分

る
ケ
ー
ス
｡

を
実
施
し
て
い
る
ケ
－
ス
｡

★
★

★
★

元
請

一
次
下
請

二
次
下
請

元
請

一
次
下
請
A

二
次
下
請

元
請

一
次
下
請

二
次
下
請

役
割
分
担
不
明

(
管
理
業

(
主
た
る

(
実
質
施

(管
理

工
事
量
:
大

Ａ
Ｃ

元
請

一
次

二
次

三
次

務
)

部
分
を
請

工
)

業
務
)

（実
質施

工）
負
｡

直
営
施
工

二
次
下
請

一
次

二
次

三
次

な
し
)

二
次
下
請

（実
質施

工）
二
次
下
請

一
次
下
請
B

★
工
事
量
:
小

元
請

一
次
下
請

二
次
下
請

Ｂ
Ｃ

元
請
負
の
実
質
関
与

の
状
況
(点
検
結
果
)
＊

一
次
下
請

二
次
下
請

(従
部
分
)

○
元
請
の
み
実
質
関
与
。

①
主
任
技
術
者
の
専
任
が
認
め
ら
れ
る
。

ア
(全
体
実
施
)

①
×

①
○

点
検
結
果
に
関
わ
ら
ず
要
件
に

①
ー
１

○
総
合
的
な
企
画
･調
整

一
次
下
請
の
業
務
が
不
明
確
で
介
在

合
致
す
れ
ば
･･

専
門
工
種
の
管
理
指
導
上
の
必
要
性

等
全
体
を
実
施
｡

が
不
適
切
と
判
定
｡

但
し
、
特
定
の
一
次
下
請
が
工
事
の

一
括
下
請
負
の
疑
義
有

が
認
め
ら
れ
、
実
質
関
与
を
し
て
い
る
。

大
部
分
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
②
で

①
ー
２

×
な
い
か
注
意
し
て
点
検
｡

専
門
工
種
の
管
理
指
導
上
の
必
要
性

○
一
次
下
請
は
専
門
工
種
部
分
の
施
工

が
認
め
ら
れ
な
い
、
も
し
く
は
、
実
質

管
理
を
実
施
（
実
質
関
与
）
｡

関
与
を
し
て
い
な
い
。

②
○

②
主
任
技
術
者
の
専
任
が
認
め
ら
れ
な

専
門
工
種
が
元
発
注
工
事
の
ほ
と
ん

い
。

ど
を
占
め
る
場
合
は
、
③
と
同
様
で
な

②
×

い
か
注
意
し
て
点
検
。

イ
(部
分
実
施
)

③
×

②
×

総
合
的
な
企
画
･調
整

一
次
下
請
は
元
請
負
の
補
助
も
し
く

一
次
下
請
が
直
営
施
工
と
元
請
負
が

等
を
部
分
実
施
｡

は
代
行
業
務
を
実
施
と
判
定
｡

行
う
べ
き
管
理
業
務
を
実
施
し
て
い
る

と
判
定
｡

ウ
(関
与
し
て
い
な
い
)

総
合
的
な
企
画
･調
整

ケ
ー
ス
に
関
わ
ら
ず
一
括
下
請
負
の
疑
義
有

等
を
実
施
し
て
い
な
い
｡

＊
元
請
け
の
実
質
関
与
に
関
す
る
点
検
項
目
（
ア
、
イ
、
ウ
の
判
定
要
素
）

①
技
術
者
専
任

②
発
注
者
と
の
協
議

③
住
民
へ
の
説
明

④
官
公
庁
等
へ
の
届
け
出
等

⑤
近
隣
工
事
と
の
調
整

⑥
施
工
計
画

⑦
工
程
管
理

⑧
出
来
型
品
質
管
理

⑨
完
成
検
査

⑩
安
全
管
理

⑪
下
請
け
の
施
工
調
整
及
び
指
導
監
督
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別紙２－２（補足）

別紙２－２「紛らわしいケースでの判定の目安」に関する補足

●全体

＊１）○印；一括下請負の疑義がない工事

×印；一括下請負の疑義がある工事

＊２）直営施工；主要機械オペレータ、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。

●ケース１

＊３）一括下請負の疑義がある工事においては 「判定」に示した請負人だけでなく、派生的に元、

（ ）。請負人及び主たる部分を行う一次下請負人の双方が検討対象となる 以下のケースでも同様

①に該当する場合は、一括下請負の疑義がある工事として建設業許可部局に通知することとす

る。

＊４ 「専門工種 ； 土木工事一式 「建築工事一式」以外の工事など専門技術に基づく施工管理等） 」「 」

を必要とする工事の工種。

＊５）②に関する判断要素；主たる部分を行う一次下請負人の担当工事範囲が広いほど（発注者と

元請負人の契約内容と元請負人と下請負人の契約内容の類似性が高いほど、下請金額が大きい

ほど、下請会社数が少ないほど）②とは考えにくい。

●ケース３

＊６ 「当該一次下請負人の請負金額が高い ：） 」

異なる工事の主たる部分を実施する一次下請負人等について、概ね当該一次下請負人等の請

負金額の合計額が、いずれか一方の元請の請負金額を超える場合とする。なお、特許を要する

特殊な工法等の場合は、別途検討する。

●ケース４

＊７）ケース１からケース３が元請負人と一次下請負人の関係に着目しているのに対し、ケース４

は下請負人と再下請負人の関係に着目している。この際、別紙２－２のケース４に例示した施

工体系の場合は、一般に①－２もしくは②に該当すると考えられる。一方、ケース４の①－１

に該当する場合としては、例えばケース１の②における一次下請負人が相当する。

＊８）主任技術者の専任がない場合は、建設業法第２６条違反ともなる。

なお、専任は、請負金額が２，５００万円（建築一式工事では５，０００万円）以上の工事

について必要である。
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別紙３－１

工事現場における施工体制の把握表

○ 工事概要

工 事 名

工 期 年 月 日～ 年 月 日

請 負 金 額 元 請 千円 一次下請総額 千円

受 注 会 社 名

監 理 技 術 者

主 任 監 督 員

○工事着手前の把握 実施日： 年 月 日

把 握 項 目 把 握 内 容 把 握 欄

①監理技術者資格者証の把握

②同一性の把握

⑦工事カルテの登録の把握

所 見

○工事施工中「１回」の把握 実施日： 年 月 日

把 握 項 目 把 握 内 容 把 握 欄

⑧建設業許可を示す標識

⑨建退協制度に関する掲示

⑩労災保険に関する掲示

所 見

○工事実施中［当初及び変更時］の把握

④施工体制台帳

当 初 ・ 変 更 時 把 握 日 把握欄 所 見

当 初

（ ）変更時

（ ）変更時

（ ）変更時

（ ）変更時
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○工事施工中の把握

③専任の把握［１（回／月）程度］

⑤施工体系図［１（回／月）程度］

⑥施工体制の把握［工事中１回以上（工事初期等）］

把握欄
把 握 日 所 見

③ ⑤ ⑥

１ 把握表の記載は主任監督員が行う。

２ 把握欄には、専任状況等について把握した結果を○又は×で記入する。

３ 各所見欄は、疑義又は不適切の内容について記載する。

４ 施工体制台帳及び施工体系図の把握の変更時とは、体制の変更時であり、設計変更時でない。

５ 本様式は、点検に適した形式に変更してよい。
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別紙３－２の１

工事現場における施工体制の把握表（一括下請負－１）

点検項目NO.
一般事項 内容 点 検 日

１ 開発建設部名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
２ 工事名
３ 元請負会社名
４ 業種／ランク
５ 主たる部分（最大工事費の工種） 内 容
６ 契約金額（百万円）
７ 契約年月日
８ 予定工期
９ 一次下請数
１０ 一次下請数（警備を除く ）。

点検項目 説明
元請負人に着目した点検 主に元請負人の一括下請負についての

点検。
一般事項 内 容

①OK、②疑 ②は頻度増、重点調査対象、③は通知。１１ 監理技術者の専任（
義、③問題 番号及び点検日記入。）

１２ 元請の主たる部分の直営施工（ 元請に直営施工があり、かつ過半を占①
） める時は元請に関する１９以下の調査あり、②なし

は不要（下請に関する調査は必要 。）
（ ）１３ 一次下請負契約金額合計 百万円

１４ 元請実施額（元請契約額－下請額
計、百万円）

１５ 元請実施割合（元請実施額／元請
契約額）

１６ 主たる部分を実施する（最大契約
額の）一次下請会社名

１７ 上の請負金額（百万円）
１８ 上の金額割合（上の金額／元請契

約額）

施工体系のパターン特性 以下に該当するパターンの場合、重点
調査対象（少なくとも２９まで点検 。）
①の場合は会社名。１９ ａ 請負金額が一定額以上でか

つ、主たる部分を実施する（最大
契約額の）一次下請負人が元請契
約額の過半を実施。
（ ）①YES、②NO

①の場合は一次下請の会社名。２０ ｂ 同業種の同規模（ランク）又
は上位規模の会社が一次下請にあ
る （ ）。 ①YES、②NO

①の場合は会社名及び（当該一次下請の２１ ｃ 工区割された同時期の隣接工
請負金額合計／元請負金額の内少額の事について同一会社が一次下請等

①YES、②NO 一方の請負金額）。に存在 （ ）。
①の場合は会社名。２２ ｄ 低入札価格調査対象工事

（ ）①YES、②NO
①の場合は会社名。２３ ｅ その他、調査の必要性を認め

た工事 （ ）。 ①YES、②NO

施工体系のパターン特性で抽出した 次下請会社に関する事項 年 月 日 年 月 日～
２４ 該当一次下請負会社名
２５ 上記の請負金額（百万円）

②は継続調査、③は通知。２６ 上記の主任技術者の所属及び専任
（ ）①ＯＫ、②疑義、③問題

２７ 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事。
２８ 上記の主たる部分の直営施工

（ ）①あり、②なし

元請負人の実質関与 単年度工事の場合、工期中間で１回以 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
。 、 。上 但し 重点調査対象は頻度を増す

２９ 元請の実質関与（総合的な企画、 パターン特性で注目した一次下請負と
調整等の業務の実施状況 の関係にも着目しつつ 別紙３－３ 施、 「
（ア、イ、ウ ） 工体制の点検表（実質関与 」により点） ）

検。
３０ 元請と主たる部分を施工する一次 上で、イ又はウの場合、又は紛らわし

下請等の役割分担の考え方等につ いケースの判定の目安で一括下請負の
いての元請負人の意見 疑義がある工事となる場合等に元請負

人の意見を聞く。詳細な内容は別紙に
記入。

３１ 元請と主たる部分を施工する一次 元請負人の意見を聞いた上で、必要な
下請等の役割分担の考え方等につ 場合に一次下請負人の意見を聞く。詳
いての一次下請負人の意見 細な内容は別紙に記入。

３２ 以上の点検結果より一括下請負の
疑いがあるとして必要な措置の実
（ ）施 ①実施、②継続調査、③不要

注１ 直営施工：主要機械オペレーター、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。
注２ 本様式は、点検に適した形式に変更してよい。
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別紙３－２の２

工事現場における施工体制の把握表（一括下請負－２）

点検項目NO.
一般事項 内容

１ 開発建設部名 点 検 日
２ 工事名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

下請負人に着目した点検 少なくとも三次下請まで点検 内 容
３３ 管理業務のみと思われる下請負会 施工体制台帳等から抽出した管理業務

社の有無（ ） のみと思われる会社の有無。①あり、②なし
３４ 該当会社の社名
３５ 上の下請負次数
３６ 上の請負金額（百万円）

②は継続調査、③は通知。３７ 上の主任技術者の所属及び専任
（ ）①OK、②疑義、③問題

３８ 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事。
３９ 上記の主たる部分の直営施工 該当会社に直営部分がない場合は、再

（ ）。（ ） 下請負会社の属性を調査 以下の項目①あり、②なし
４０ 該当会社からの再下請会社の数
４１ 再下請会社の内、最大契約額の会 把握できない場合はその旨記入。

社の契約額（百万円）
４２ 上の金額割合（下位会社の請負金

額／上位会社の請負金額）
②は継続調査、③は通知。４３ 上の主任技術者の所属及び専任

（ ）①OK、②疑義、③問題
４４ 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事。
４５ 当該下請負人等の役割分担の考え 上記の調査で、下請負人に一括下請負

方、元請による指導内容（業法第 の疑義がある場合に、元請負人の意見
２４条の６）等についての元請負 を聞く。詳細な内容は別紙に記入。
人の意見

４６ 一括下請負の疑義がある下請負人 元請負人の意見を聞いた上で、必要な
の意見 場合に当該下請負人の意見を聞く。詳

細な内容は別紙に記入。
４７ 以上の点検結果により一括下請負

の疑いがあるとして必要な措置の
実施
（ ）①実施、②継続調査、③不要

（以下は、複数社ある場合に使用）
３４ 該当会社の社名
３５ 上の下請負次数
３６ 上の請負金額（百万円）

②は継続調査、③は通知。３７ 上の主任技術者の所属及び専任
（ ）①OK、②疑義、③問題

３８ 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事。
３９ 上記の主たる部分の直営施工 該当会社に直営部分がない場合は、再

（ ）。（ ） 下請負会社の属性を調査 以下の項目①あり、②なし
４０ 該当会社からの再下請会社の数
４１ 再下請会社の内、最大契約額の会 把握できない場合はその旨記入。

社の契約額（百万円）
４２ 上の金額割合（下位会社の請負金

額／上位会社の請負金額）
②は継続調査、③は通知。４３ 上の主任技術者の所属及び専任

（ ）①OK、②疑義、③問題
４４ 上記の担当工事内容 体系図に記入してある担当工事。
４５ 当該下請負人等の役割分担の考え 上記の調査で、下請負人に一括下請負

方等、元請による指導内容（業法 の疑義がある場合に、元請負人の意見
第２４条の６）等についての元請 を聞く。詳細な内容は別紙に記入。
負人の意見

４６ 一括下請負の疑義がある下請負人 元請負人の意見を聞いた上で、必要な
の意見 場合に当該下請負人の意見を聞く。詳

細な内容は別紙に記入。
４７ 以上の点検結果により一括下請負

の疑いがあるとして必要な措置の
実施
①実施、②継続調査、③不要）（

注１ 直営施工：主要機械オペレーター、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。
注２ 本様式は、点検に適した形式に変更してよい。
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別紙３－３

工事現場における施工体制の把握表（実質関与）

元請負人 主たる部分を行う一次下 当該項目に調
請負人 査する実施者

○実施してる。 ○元請に代わって実施。 (注１)開発建設部名 : :
△ 一部が欠けてい △元請の補助として実施 ○元工事名 : : :。
る。 □ 担当分野を実施（項目 △元＋１次元請負会社名 : :

× ほとんど出来て ７、８、 ） ×１次主の一次下請負会社名 : 10 :
いない。 ×関与していない。請負金額比(一次下請 ) (元請 )＝: / : :

ー判別不能。 ー判別不能、対象外元請負人の実質関与に関する点検事項 : :
番号 項目 内容 監督・検査での点検事項等 左の判定
１ 技術者 ・元請負会社に所属してい ・施工計画書に記載された －

る技術者の専任が認められ 技術者の所属、専任状況
る。

２ 発注者と ・請負契約書に基づく協議 ・打合わせ、打合わせ簿等
の協議 ・報告事項、設計内容の確

認や設計変更協議等の打ち
合わせを主体的に実施。

３ 住民への ・工事施工に関する具体的 ・日報、住民からの苦情内
説明 内容の住民説明を行う。 容等

・住民等からの苦情等につ
いて、的確に対応。

４ 官公庁等 ・労働安全衛生法、環境法 ・申請書等の内容等
への届出 令等に定められた官公庁へ
等 の届出等を行い、履行。

・工事施工上必要な道路管
理者、警察署等への申請、
協議を実施。

５ 近隣工事 ・近隣工事との調整を適切 ・近隣工事と調整がとれた
との調整 に実施。 施工等

６ 施工計画 ・契約図書の内容を適切に ・施工計画書、施工計画打
把握。 合わせ等
・設計図等の調査を的確に
実施。
・施工計画（工程計画、安
全計画、品質計画等）を立
案。
・必要となった修正を適切
に実施。

７ 工程管理 ・工事全体を把握し、工事 ・施工計画と実際の差等 （□の場合は、担当分
の手順・段取りを適切に調 野 （注２））
整・指揮。
・工程変更を余儀なくされ
た時に適切に対応。
・災害防止のための臨機の
措置を実施。

８ 出来形・ ・品質確保の体制整備。 ・出来形報告書類、品質記 （□の場合は、担当分
品質管理 ・所定の検査・試験を実施 録書類、写真等 野 （注２）。 ）

・検査・試験結果を適切に
保存。
・不具合等の発生時に適切
な対策を実施。

９ 完成検査 ・下請施工分の完成検査。 ・点検時ヒアリング、元請 －
の出来形管理資料等

１０ 安全管理 ・安全確保に責任ある体制 ・施工計画書、仮設物の状 （□の場合は、担当分
の保持。 況、仮設物の点検記録、日 野 （注２））
・設備、機械、安全施設、 報、安全大会、安全パトロ
安全行動等の点検。 ール・教育の実施状況等
・労働者の安全教育、下請
負業者の安全指導。

１１ 下請の施 ・施工場所、施工取り合い ・現場の施工状況、下請負
工調整及 部分、仮設物の使用等につ からの苦情、下請の事故等
び指導監 いて調整指揮。 の処理、施工体制台帳等
督 ・施工上の留意点。技術的

内容について具体的指導。
・施工体制台帳、体系図の
整備。

１２ 総合判定 ○の数
△の数
×の数
判定（注３）

注１） 元 請 下 請 実施者
○ × ○ 元請が実施（一次は実施していない 。）
× ○、□ × 実質的に一次が実施。
△ △、□ △ 元請と一次下請で実施。

、 、 、 、 、 。○ □ ○ ７ ８ のみ ケース１ ケース２に該当する場合は 注意して点検10
○ ○ ○、△ あり得ないケース

注２）元請が実施すべき業務まで実施している場合は△、専門工種に係る業務のみを実施している場合は□。
注３）判定

ア 全て○：元請負は実質関与していた。
イ ア、ウ以外：元請と一次下請が共同で元請の行うべき総合的な企画調整等を実施していた。
ウ 全項目で△又は×：一次下請が元請が行うべきことを実施していた （元請の一括下請として通知）。

注４）本様式は点検に適した形式に変更してよい。
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（別紙）

建設業者の皆さんへ

工事現場における適正な施工体制の確保等について

建設業法においては、建設工事を施工するときには、当該工事現場における建設工事の施工の

技術上の管理をつかさどる者として、「主任技術者」を置かなければならないこととされていま

すが、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の

合計が4,500万円(建築工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要に

なるとともに、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければならないこととされています。

さらに、主任技術者及び監理技術者は、公共性のある重要な工事については、より適正な施工

の確保が求められるため、工事現場ごとに「専任」の者でなければならないとされており、当局

の発注する工事のうち１件4,000万円(建築工事は8,000万円)以上の工事はこれに該当します。た

だし、一定の要件を満たす期間については、専任を要しない場合がありますので、詳しくは契約

課にお問い合わせください。

したがって、当局としては、国の発注機関として建設業法のより一層の遵守を図ることはもと

より、最近の経済状況の下、建設業の健全な発展を促すとともに、公共工事の品質の確保及びコ

ストの縮減に一層の確実を期すため、特に監理技術者の現場専任制の確認・確保に努めることと

しております。

確認・確保の内容は、次のとおりです。

１ 入札・契約手続における監理技術者の専任制の確認

① 入札前に、配置予定技術者の他の工事の従事状況を確認します。

② 入札後契約前に、配置予定技術者が他の工事と重複していないかを確認します。

③ 契約後に、監理技術者が他の工事と重複していないかを確認します。

２ 現場において監督員が行う監理技術者の専任制確認の徹底

① 配置予定技術者と契約書に基づいて通知を受けた監理技術者が同一人であり、元請会社

に所属している者であることを確認します。

② 工事着手前等に監理技術者と同一人であり、元請会社に所属している者であることを確

認します。

③ 現場での監理技術者の常駐状況を確認します。

④ 現場に備え置かれている施工体制台帳及び添付書類を確認します。

３ 監理技術者等の専任状況に対応した工事成績評定の適切な運用

検査の際の評価項目である監理技術者等の技術力について、応答等を通じて専任状況に疑

義が持たれる場合は、厳格な評価を行います。

また、確認の結果、専任制違反の事実が確認された場合は、入札参加を認めない、契約の

解除などの措置を講じるとともに、ひいては指名停止措置を講じることがあります。

つきましては、建設業者の皆様におかれましては、建設業法の趣旨を踏まえ、工事現場に

おける適正な施工体制の確保等について、より一層のご協力をお願いします。
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参考２

「発注者支援のためのデータベース・システム」の活用等による

監理技術者の適正な配置の徹底等について（解説）

１ 発注者支援データベースによる監理技術者の現場専任制の対象となる工事の範

囲はどのようになっていますか。

( ) ＣＯＲＩＮＳの登録対象工事の金額が 万円以上から 万円以上に引き上1 5,000 2,500
げられたことに伴い、現場専任制の確認の対象となる工事は増加しました。

すなわち、

① ＣＯＲＩＮＳの登録対象となる監理技術者専任配置対象工事（建設業法第26条

第４項の規定により監理技術者資格者証の交付を受けている監理技術者を専任で

配置しなければならない工事をいいます。）が5,000万円以上の工事からすべて

の工事に拡大したことから、監理技術者専任配置対象工事間の技術者の重複確認

について、徹底が図られることとなりました。

② 主任技術者を配置しなければならない工事の登録が5,000万円以上の工事から

万円の工事に拡大したことにより、監理技術者専任配置対象工事に配2,500
置される監理技術者が、他の工事の主任技術者と兼ねる場合（当該主任技術者が

監理技術者資格者証を保有している場合に限ります。以下、当該他の工事を「主

任技術者配置工事」といいます。）について、重複確認の対象の拡大が図られる

こととなりました。

( ) また、重複確認は次のように行っています。2
① 監理技術者専任配置対象工事がＣＯＲＩＮＳ登録された場合

監理技術者専任配置対象工事がＣＯＲＩＮＳに登録された場合、当該工事と、

先にＣＯＲＩＮＳに登録されている他の工事との間で、技術者が重複していない

か確認を行います。この場合、他の監理技術者専任配置対象工事との重複確認だ

けでなく、主任技術者配置工事との重複確認も行います。

協議会JACIC-CE
重 複 確 認

監理技術者又は主任技術者

監理技術者

既登録工事（先工事）

新規登録工事（後工事）

確認対象 確認対象

監理技術者専任対象工事 監理技術者専任対象工事

全ての監理技術者専任対象工事 全ての監理技術者

主任技術者配置工事 専任対象工事

工事金額 万円以上2,500
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② 主任技術者配置工事がＣＯＲＩＮＳ登録された場合

主任技術者配置工事がＣＯＲＩＮＳ登録された場合、既に登録されている監理

技術者専任配置対象工事との間で重複確認を行います。

協議会JACIC-CE
重 複 確 認

監理技術者

主任技術者

既登録工事（先工事）

新規登録工事（後工事）

確認対象 確認対象

監理技術者専任対象工事 主任技術者配置工事

全ての監理技術者専任対象工事 工事金額 万円以上2,500

２ 主任技術者についても専任制の確認を行うのですか。

主任技術者については、

① 主任技術者資格を有する者に関するデータベースが整備されえいないためその

資格の存否の確認ができないこと

② 建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第27条第２項の規定により、密接な

関係のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所におい

て施工する場合には同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することが認

められていること。

等から、監理技術者と同様には、発注者支援データベースを活用した現場専任制の確

認を行うことはできません。したがって、 協議会では発注者支援データベーJACIC-CE
ースによる重複状況の確認及びその結果についての情報提供は行いません （ただし、１。

( )のように監理技術者専任対象工事の監理技術者が他の工事の主任技術者を兼ねる場2
合については、情報提供を行います ）。

３ 発注者支援データベースにより、技術者専任制について疑義があることが発注者

に通知された場合には、どのような措置がとられるのですか。

発注者支援データベースにより、技術者専任制に疑義があることが発注者に対し通

知された場合であっても、これには、ＣＯＲＩＮＳへの登録ミスによるものやそもそ

も専任制違反と判断すべきでないケース（例えば、随意契約により追加工事の契約が

締結されるような場合）等があり、必ずしも専任制に違反しているとはかぎりません。

したがって、まず発注者は疑義内容について受注者に確認する必要があります。そ

の結果、技術者専任制違反や一括下請負が確認された場合には、発注者において直ち

に是正を求めた上で、必要に応じ契約の解除・指名停止等の措置をとることとなりま
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す。更に、当該是正に応じない場合や、違反行為が悪質である場合等には建設業法に

基づく監督処分も厳正に行うこととなります。

発注者支援データベースにより工事に疑義があることが通知された場合の処理フロー（案）

ＪＡＣＩＣ－ＣＥ協議会 公 共 発 注 者

疑義工事の通知

受注者に対する

確 認 ・ 指 導

違反なし 又は 改善

報 告 改善せず

業許可部局

発注者の判断により

監 督 処 分 契約解除・指名停止

４ 専任制の運用について解説してください。

専任制の運用については、以下を参考にしてください。

（下線部分は平成９年３月の通達で追加された部分です ）。

( ) 主任技術者及び監理技術者の専任配置を必ずしも要しない期間について1
発注者から直接建設工事を請け負った建設業者にあっては、基本的には契約工期

をもって主任技術者又は監理技術者を専任で設置すべき期間とされていますが、次

のような期間については、その期間が手続上明確になっている場合に限り、必ずし

も専任を要しません。

① 工事の準備等の行為も含め、工事現場が不稼働であることが明確である期間

工事現場への立入調査や施工計画の立案等の工事準備に未着手である場合、工

事の完成検査が終了し事務手続のみが残っている場合、工事を一時中止している

場合その他これに類する場合においては、工事準備等の行為も含め、工事現場が

不稼働であることが明確である期間については、必ずしも専任を要しません。

工事を一時中止 工事完成検査後の事務手

している場合 続のみが残っている場合

契約工期（当初）

契約工期（変更後） 早期に

工事が完成

今回追加 専任の必要な期間

工事現場への立入調査や 技術者の配置

施工計画の立案等の工事 を要しない

準備に未着手である場合
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② 工場製作のみが稼働している期間

橋梁工事等に含まれる工場製作過程が、同一工場内で他の同種工事に係る製作

と一元的な管理体制のもとで行われる場合においては、当該工場製作のみが稼働

している期間については、必ずしも専任を要しません。

架設工事準備期間 同一工場での工場製作のみ

Ａ技術者

現

場 現場毎に専任

毎 Ｂ技術者

に

専

任 Ｃ技術者

ＡＢＣ 一工事として一体管理, ,
(一人の技術者の管理)

Ｑ１ 専任を必ずしも要しない期間において 「手続上明確になっている」、

とは、具体的にどのようなことを指しますか。

Ａ１ 工事中止命令が出されているなど工事現場が不稼働であること、及び

その不稼働の期間について発注者が命令・承諾していることが手続上明

確にされていることを指し、特別な書式・手続は定められていません。

今回①に追加された例示に関しては、例えば工事着手届により工事準

備に未着手である期間等を確認するなどが考えられます。

Ｑ２ 工場製作に伴う工事において 「橋梁工事等」とありますが、橋梁工、

事の他にどのような工事が該当しますか。

Ａ２ 工事内容にもよりますが、下水道のプラント工事、エレベーター工事

門扉設置工事などの工場製作を伴う工事については、当該工場製作のみ

が稼働している期間は、橋梁工事と同様の扱いをすることが可能である

と考えられます。

( ) 下請工事における専任の必要な期間について2
下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の

必要な期間は、当該下請工事の施工期間とされています。

下請工事における専任の必要な期間

下請工事施工期間 下請負工事施工期間

全体工期
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( ) 工事単位の考え方3
発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工

事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるも

の（当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限ります ）。

については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の主任技術者又は同一の監

理技術者が掌握し、技術上の管理を行うことが合理的であると考えられます。この

ため、これを一の工事とみなして、当該技術者が当該工事全体を管理するものとす

ることができます。

26この場合、建設業法第３条第１項（一般建設業と特定建設業の区分 、同法第）

条第１項及び第２項（主任技術者と監理技術者の区分）等の適用については、一の

工事としてこれらの規定を適用します。

建築躯体その１工事 工作物に一体性

が認められるも 建築躯体

建築躯体その２工事（随契） のに限ります。 その２工

事(随契)

建 築 躯 体

全体を一の工事とみなす。 そ の １ 工 事

( ) フレックス工期の取扱いについて4
フレックス工期（建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、

これが手続上明確になっている契約方式に係る工期をいいます。）を採択する場合

には、工事開始日をもって契約工期の開始日とし、契約締結日から工事開始日まで

の期間は、技術者を設置することを要しません。

契約締結日 工事開始日

建設業者が選択した期間

契約期間

技術者の設置を要しない。

Ｑ３ 維持工事等において年間を通した契約工期となる場合、現場が稼働す

る時期があらかじめ特定されるものについては、フレックス工期の場合

と同様の扱いをしてもよいのですか。

Ａ３ こうした場合は、当該維持工事が建設業法における建設工事に該当す

るかどうかの検討も含め、現場の実態にあった専任制の運用をする必要

があります。

例えば、維持工事において、現場が稼働する以外の時期においては、

工事の準備・待機等の必要がないことが施工計画等により事前に明確な

ときには、フレックス工期と同様に、現場が稼働している期間以外は技

術者の設置を要しない期間と扱うことが可能でしょう。
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第６ 監理技術者制度運用マニュアルについて

令和６年３月２６日国不建第２９０号

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から

地方整備局等建設業担当部長あて

監理技術者等に関する制度に関しては、「監理技術者制度運用マニュアルについて」（平成 16 年 3
月 1日付け国総建第 316号）等をもって従来から運用してきたところです。
今般、監理技術者等の働き方改革の推進に資することを目的に「監理技術者制度運用マニュアル」

を別添のとおり改正し、令和６年４月１日から適用することとしましたので、通知します。

なお、「主任技術者又は監理技術者の「専任」の明確化について（改正）」（国土建第 309号平成 30
年 12月３日）は廃止します。
貴職におかれては、監理技術者制度が的確に運用されるよう、建設業者に対し適切な指導を行うと

ともに、貴管内の公共工事発注機関等の関係行政機関及び建設業団体に対しても速やかに関係事項の

周知及び徹底方取り計らわれるようお願い致します。

2-60



1 

 

○ 監理技術者制度運用マニュアルについて  

（平成 16 年３月１日国総建第 316 号 総合政策局建設業課長から地方整備局建政部長等あて） 

 

最終改正 令和６年３月 26 日国不建技第 290 号 

 

建設業法第 26 条に定める工事現場に置く技術者の適正な設置に係る運用を別添の通り定めたので、

今後の監理技術者制度の運用に当たって遺漏のないよう取り扱われたい。 

 

〔別添〕 

監理技術者制度運用マニュアル 

 

 目 次 

   一 趣旨 

   二 監理技術者等の設置 

二－一 工事外注計画の立案 

二－二 監理技術者等の設置 

二－三 監理技術者等の職務 

二－四 監理技術者等の雇用関係 

   三 監理技術者等の工事現場における専任 

   四 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証の携帯 

   五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成 

   六 工事現場への標識の掲示 

   七 建設業法の遵守 

 

 

一 趣旨 

 建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上

の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技術者の設置を求めている。また、監理技術者が特

例監理技術者である場合には、当該工事現場に特例監理技術者の行うべき職務を補佐する者（以下「監

理技術者補佐」という。）の設置を求めている。 

 監理技術者等（主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐をいう。以下同じ。）に関する制度（以

下「監理技術者制度」という。）は、高度な技術力を有する技術者が施工現場においてその技術力を十

分に発揮することにより、建設市場から技術者が適正に設置されていないこと等による不良施工や一

括下請負などの不正行為を排除し、技術と経営に優れ発注者から信頼される企業が成長できるような

条件整備を行うことを目的としており、建設工事の適正な施工の確保及び建設産業の健全な発展のた

め、適切に運用される必要がある。 

 本マニュアルは、建設業法上重要な柱の一つである監理技術者制度を的確に運用するため、行政担

当部局が指導を行う際の指針となるとともに建設業者が業務を遂行する際の参考となるものである。 

 

（１）建設業における技術者の意義 

① 建設業については、一品受注生産であるためあらかじめ品質を確認できないこと、不適正な施工が

あったとしても完全に修復するのが困難であること、完成後には瑕疵の有無を確認することが困難で

あること、長期間、不特定多数に使用されること等の建設生産物の特性に加え、その施工については、
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2 

 

総合組立生産であるため施工体制に係る全ての下請負人（以下「下請」という。）を含めた多数の者

による様々な工程を総合的にマネージメントする必要があること、現地屋外生産であることから工程

が天候に左右されやすいこと等の特性があることから、建設業者の施工能力が特に重要となる。一方、

建設業者は、良質な社会資本を整備するという社会的使命を担っているとともに、発注者は、建設業

者の施工能力等を拠り所に信頼できる建設業者を選定して建設工事の施工を託している。そのため、

建設業者がその技術力を発揮して、建設工事の適正かつ生産性の高い施工が確保されることが極めて

重要である。特に現場においては、建設業者が組織として有する技術力と技術者が個人として有する

技術力が相俟って発揮されることによりはじめてこうした責任を果たすことができ、この点で技術者

の果たすべき役割は大きく、建設業者は、適切な資格、経験等を有する技術者を工事現場に設置する

ことにより、その技術力を十分に発揮し、施工の技術上の管理を適正に行わなければならない。 

 

（２）建設業法における監理技術者等 

① 建設業法（以下「法」という。）においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工

事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を置かなければならないこととされてい

る。また、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の

合計が四千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）以上となる場合には、特定建設業の許可が必

要になるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない（法第二十六条第一項及

び第二項、令第二条）。 

なお、監理技術者を専任で置くことが必要となる建設工事において、発注者から直接請け負った特

定建設業者が、特例監理技術者を置く場合（監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合）には、

監理技術者補佐を当該工事現場ごとに専任で置かなければならないこととされている（法第二十六条

第三項ただし書）。 

② 主任技術者又は監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要で

あり、特に指定建設業（土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工

事業及び造園工事業）に係る建設工事の監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者又は建設業

法第十五条第二号ハの規定に基づき国土交通大臣が認定した者（以下「国土交通大臣認定者」という。）

に限られる（法第二十六条第二項）。 

③ 監理技術者補佐となるためには、主任技術者の資格を有する者（法第七条第二号イ、ロ又はハに該

当する者）のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者（一級施工管理技士補）又は一級施工管

理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であることが必要である。

なお、監理技術者補佐として認められる業種は、主任技術者の資格を有する業種に限られる。 

 

（３）本マニュアルの位置付け 

① 監理技術者制度が円滑かつ的確に運用されるためには、行政担当部局は建設業者を適切に指導する

必要がある。本マニュアルは、監理技術者等の設置に関する事項、監理技術者等の専任に関する事項、

監理技術者資格者証（以下「資格者証」という。）に関する事項、監理技術者講習に関する事項等、

監理技術者制度を運用する上で必要な事項について整理し、運用に当たっての基本的な考え方を示し

たものである。 

建設業者にあっては、本マニュアルを参考に、監理技術者制度についての基本的考え方、運用等に

ついて熟知し、建設業法に基づき適正に業務を行う必要がある。  
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二 監理技術者等の設置 

二－一 工事外注計画の立案 

 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者（以下「元請」という）は、施工体制の整備及び監

理技術者等の設置の要否の判断等を行うため、専門工事業者等への工事外注の計画（工事外注計画）

を立案し、下請契約の請負代金の予定額を的確に把握しておく必要がある。 

 

（１）工事外注計画と下請契約の予定額 

① 一般的に、工事現場においては、総合的な企画、指導の職務を遂行する監理技術者等を中心とし、

専門工事業者等とにより施工体制が構成される。その際、建設工事を適正に施工するためには、工事

のどの部分を専門工事業者等の施工として分担させるのか、また、その請負代金の額がどの程度とな

るかなどについて、工事外注計画を立案しておく必要がある。工事外注計画としては、受注前に立案             

される概略のものから工事施工段階における詳細なものまで考えられる。元請は、監理技術者等の設

置の要否を判断するため、工事受注前にはおおむねの計画を立て、工事受注後速やかに、工事外注の

範囲とその請負代金の額に関する工事外注計画を立案し、下請契約の予定額が四千五百万円（建築一

式工事の場合は七千万円）以上となるか否か的確に把握しておく必要がある。なお、当該建設業者は、

工事外注計画について、工事の進捗段階に応じて必要な見直しを行う必要がある。 

 

（２）下請契約について 

① 「下請契約」とは、建設業法において次のように定められている（法第二条第四項）。 

「建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の

全部又は一部について締結される請負契約」 

  「請負契約」とは、「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に

対して報酬を与えることを約する契約」であり、単に使用者の指揮命令に従い労務に服することを目

的とし、仕事の完成に伴うリスクは負担しない「雇用」とは区別される。元請は、このような点を踏

まえ、工事外注の範囲を明らかにしておく必要がある。 

② 公共工事については全面的に一括下請負が禁止されている（公共工事の入札及び契約の適正化の促

進に関する法律（平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。）第十四条）。ま

た、民間工事についても、共同住宅（長屋は含まない）を新築する建設工事は一括下請負が全面的に

禁止されており、それ以外の工事は発注者の書面による承諾を得た場合を除き禁止されている（法第

二十二条）。 

 

二－二 監理技術者等の設置 

 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の予定額を的確に把握して監理技

術者を置くべきか否かの判断を行うとともに、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、適正に

技術者を設置する必要がある。 

 

（１）監理技術者等の設置における考え方 

① 建設工事の適正な施工を確保するためには、請け負った建設工事の内容を勘案し適切な技術者を適

正に設置する必要がある。このため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、事前に

監理技術者を設置する工事に該当すると判断される場合には、当初から監理技術者を設置しなければ

ならず、監理技術者を設置する工事に該当するかどうか流動的であるものについても、工事途中の技

術者の変更が生じないよう、監理技術者になり得る資格を有する技術者を設置しておくべきである。 

 また、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の区分にかかわらず、下請契約の請負代金の額
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が小さくとも工事の規模、難易度等によっては、高度な技術力を持つ技術者が必要となり、国家資格

者等の活用を図ることが適切な場合がある。元請は、これらの点も勘案しつつ、適切に技術者を設置

する必要がある。 

② 主任技術者については、特定専門工事（土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、そ

の施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術の管理の効率化を図る必要がある工事をいう。以

下同じ。）において、元請又は上位下請（以下「元請等」という。）が置く主任技術者が自らの職務と

併せて、直接契約を締結した下請（建設業者である下請に限る。）の主任技術者が行うべき職務を行う

ことを、元請等及び当該下請が書面により合意した場合は、当該下請に主任技術者を置かなくてもよ

いこととされている。この特定専門工事については、型枠工事又は鉄筋工事であって、元請等が本工

事を施工するための下請契約の請負代金が四千万円未満のもの（下請契約が 2以上あるときは合計額）

が対象となる（法第二十六条の三第一項、第二項、令第三十条）。 

また、特定専門工事において元請等が置く主任技術者は、当該特定専門工事と同一の種類の建設工事

に関し一年以上指導監督的な実務の経験を有すこと、当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれる

ことが要件となる（法第二十六条の三第七項）。この「指導監督的な実務の経験」とは、工事現場主任

者、工事現場監督者、職長などの立場で、部下や下請業者等に対して工事の技術面を総合的に指導・

監督した経験が対象となる。 

なお、元請等と当該下請との契約は請負契約であり、当該下請に主任技術者を置かない場合において

も、元請等の主任技術者から当該下請への指示は、当該下請の事業主又は現場代理人などの工事現場

の責任者に対し行われなければならない。元請等の主任技術者が当該下請の作業員に直接作業を指示

することは、労働者派遣（いわゆる偽装請負）と見なされる場合があることに留意する必要がある。 

③ 主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の配置は、原則として 1名が望ましい。なお、共同企

業体（甲型）などで複数の主任技術者又は監理技術者を配置する場合は、代表する主任技術者又は監

理技術者を明確にし、情報集約するとともに、職務分担を明確にしておく必要があり、発注者から請

求があった場合は、その職務分担等について発注者に説明することが重要である。 

④ フレックス工期（建設業者が一定の期間内で工事開始日を選択することができ、これが書面により

手続上明確になっている契約方式に係る工期をいう。）を採用した工事又は余裕期間を設定した工事

（発注者が余裕期間（発注者が発注書類において６ヶ月を超えない等の範囲で設定する工事着手前の

期間をいう）の範囲で工事開始日を指定する工事又は受注者が発注者の指定した余裕期間内で工事開

始日を選択する工事）においては、工事開始日をもって契約工期の開始日とみなし、契約締結日から

工事開始日までの期間は、監理技術者等を設置することを要しない。 

 

（２）共同企業体における監理技術者等の設置 

① 建設業法においては、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し、

当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者等を置かなければな

らないこととされており、この規定は共同企業体の各構成員にも適用され、共同施工方式において下

請契約の額が四千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）以上となる場合には、特定建設業者た

る構成員一社以上が監理技術者を設置しなければならない。また、その請負金額が四千万円（建築一

式工事の場合は八千万円）以上となる場合は、下請契約の額に応じて主任技術者又は監理技術者を専

任で設置しなければならない。（特例監理技術者を設置した場合を除く。） 

② 一つの工事を複数の工区に分割し、各構成員がそれぞれ分担する工区で責任を持って施工する分担

施工方式にあっては、分担工事に係る下請契約の額が四千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）

以上となる場合には、当該分担工事を施工する特定建設業者は、監理技術者を設置しなければならな

い。また、分担工事に係る請負金額が四千万円（建築一式工事の場合は八千万円）以上となる場合は
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設置された主任技術者又は監理技術者は専任でなければならない。（特例監理技術者を設置した場合

を除く。） 

③ いずれの場合も、その他の構成員は、主任技術者を当該工事現場に設置しなければならないが、公

共工事を施工する共同企業体にあっては、共同企業体運用準則に定める構成員の資格要件に従って技

術者を設置すべきである。 

④ 共同企業体による建設工事の施工が円滑かつ効率的に実施されるためには、すべての構成員が、施

工しようとする工事にふさわしい技術者を適正に設置し、共同施工の体制を確保しなければならない。

したがって、各構成員から派遣される技術者等の数、資格、配置等は、信頼と協調に基づく共同施工

を確保する観点から、工事の規模・内容等に応じ適正に決定される必要がある。このため、編成表の

作成等現場職員の配置の決定に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

１） 工事の規模、内容、出資比率等を勘案し、各構成員の適正な配置人数を確保すること。 

２） 構成員間における対等の立場での協議を確保するため、配置される職員は、ポストに

応じ経験、年齢、資格等を勘案して決定すること。 

３） 特定の構成員に権限が集中することのないように配慮すること。 

４） 各構成員の有する技術力が最大限に発揮されるよう配慮すること。 

 

（３）主任技術者から監理技術者への変更 

① 当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負

代金の額が四千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）以上となったような場合には、発注者か

ら直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて、所定の資格を有する監理技術者

を設置しなければならない。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される

場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を置くとともに、特例監理技術者を置く

場合は併せて監理技術者補佐となり得る資格を持つ技術者を置かなければならない。  

 

（４）監理技術者等の途中交代 

① 建設工事の適正な施工の確保を阻害する恐れがあることから、施工管理をつかさどっている監理技

術者等の工期途中での交代は、当該工事における入札・契約手続きの公平性の確保を踏まえた上で、

慎重かつ必要最小限とする必要があり、監理技術者等の途中交代を行うことができる条件について注

文者と合意がなされた場合に認められる。一般的な交代の条件としては、監理技術者等の死亡、傷病、

被災、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工

場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などが考えられ

るが、建設現場における働き方改革等の観点も踏まえ、その具体的内容について書面その他の方法に

より受発注者間で合意する必要がある。ただし、公共工事においては、入札の公平性の観点から、原

則として元請の監理技術者等の交代が認められる基本的な条件は入札前に明示された範囲とし、同等

以上の技術力を有する技術者との交代であることを条件とすべきである。 

② なお、監理技術者等の交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後に

おける監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期

間重複して工事現場に設置するなどの措置をとることにより、工事の継続性、品質確保等に支障がな

いと認められることが必要である。 

③ また、監理技術者等の交代に当たっては、発注者からの求めに応じて、元請が工事現場に設置する

監理技術者等及びその他の技術者の職務分担、本支店等の支援体制等に関する情報を発注者に説明す

ることが重要である。 
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（５）営業所における専任の技術者と主任技術者又は監理技術者との関係 

① 営業所における専任の技術者は、営業所に常勤（テレワーク（営業所等勤務を要する場所以外の場

所で、ＩＣＴの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所

定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以

下同じ。）を行う場合を含む。）して専らその職務に従事することが求められている。 

② ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職

務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業

所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用

関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者となることができる

（平成十五年四月二十一日付国総建第十八号）。 

 

二－三 監理技術者等の職務 

 主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成、工程管理、品質

管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければな

らない。 

 

① 主任技術者及び監理技術者の職務は、建設工事の適正な施工を確保する観点から、当該工事現場に

おける建設工事の施工の技術上の管理をつかさどることである。すなわち、建設工事の施工に当たり、

施工内容、工程、技術的事項、契約書及び設計図書の内容を把握したうえで、その施工計画を作成し、

工事全体の工程の把握、工程変更への適切な対応等具体的な工事の工程管理、品質確保の体制整備、

検査及び試験の実施等及び工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理を行うとともに、当該

建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督を行うことである（法第二十六条の四第一項）。 

また、特例監理技術者は、これらの職務を適正に実施できるよう、監理技術者補佐を適切に指導す

ることが求められる。 

② このように、主任技術者及び監理技術者の職務は、建設業法において区別なく示されているが、元

請の主任技術者及び監理技術者の職務と下請の主任技術者の職務に大きく二分して下表のとおり整

理する。これを踏まえ、元請の主任技術者、監理技術者及び下請の主任技術者は職務を誠実に行わな

ければならない。特例監理技術者は、これらの職務を監理技術者補佐の補佐を受けて実施することが

できるが、その場合においても、これらの職務が適正に実施される責務を有することに留意が必要で

ある。監理技術者補佐は、特例監理技術者の指導監督の下、特例監理技術者の職務を補佐することが

求められる。また、特例監理技術者が現場に不在の場合においても監理技術者の職務が円滑に行える

よう、特例監理技術者と監理技術者補佐の間で常に連絡が取れる体制を構築しておく必要がある。 

なお、下請の主任技術者のうち、電気工事、空調衛生工事等において専ら複数工種のマネージメン

トを行う建設業者の主任技術者は、元請との関係においては下請の主任技術者の役割を担い、下位の

下請との関係においては、元請の主任技術者又は監理技術者の指導監督の下、元請が策定する施工管

理に関する方針等（施工計画書等）を理解した上で、元請のみの役割を除き、元請の主任技術者及び

監理技術者に近い役割を担う（下表右欄）。 
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表：主任技術者及び監理技術者の職務 

 元請の主任技術者及び監理

技術者 
下請の主任技術者 

 

【参考】下請の主任技術者 

(専ら複数工種のマネージメント) 

役割 
○請け負った建設工事全体

の統括的施工管理 
○請け負った範囲の建設工事
の施工管理 

○請け負った範囲の建設工事の統
括的施工管理 

施工計画
の作成 

○請け負った建設工事全体
の施工計画書等の作成 

○下請の作成した施工要領
書等の確認 

○設計変更等に応じた施工
計画書等の修正 

○元請が作成した施工計画書
等に基づき、請け負った範
囲の建設工事に関する施工
要領書等の作成 

○元請等からの指示に応じた
施工要領書等の修正 

○請け負った範囲の建設工事の施
工要領書等の作成 

○下請の作成した施工要領書等の
確認 

○設計変更等に応じた施工要領書
等の修正 

工程管理 

○請け負った建設工事全体
の進捗確認 

○下請間の工程調整 
○工程会議等の開催、参加、

巡回 

○請け負った範囲の建設工事
の進捗確認 

○工程会議等への参加※ 

○請け負った範囲の建設工事の進
捗確認 

○下請間の工程調整 
○工程会議等への参加※、巡回 

品質管理 

○請け負った建設工事全体
に関する下請からの施工
報告の確認、必要に応じた
立ち会い確認、事後確認等
の実地の確認 

○請け負った範囲の建設工事
に関する立ち会い確認（原
則） 

○元請（上位下請）への施工
報告 

○請け負った範囲の建設工事に関
する下請からの施工報告の確
認、必要に応じた立ち会い確認、
事後確認等の実地の確認 

技術的指
導 

○請け負った建設工事全体
における主任技術者の配
置等法令遵守や職務遂行
の確認 

○現場作業に係る実地の総
括的技術指導 

○請け負った範囲の建設工事
に関する作業員の配置等法
令遵守の確認 

○現場作業に係る実地の技術
指導 

○請け負った範囲の建設工事にお
ける主任技術者の配置等法令遵
守や職務遂行の確認 

○請け負った範囲の建設工事にお
ける現場作業に係る実地の総括
的技術指導 

※ 非専任の場合には、毎日行う会議等への参加は要しないが、要所の工程会議等には参加し、工程管理を

行うことが求められる 

③ 上記の職務は、業務内容や現場の状況確認と意思疎通に必要なリアルタイムの音声・映像の送受信

が可能な環境等により、工事現場以外の場所で行う場合も含まれる。 

④ 上記の職務の他に、関係法令に基づく職務を監理技術者等が行う場合には、適切にその職務を遂行

する必要がある。特に安全管理については、労働安全衛生法（昭和四十七年六月八日法律第五十七号）

に基づき統括安全衛生責任者等を設置する必要があるが、監理技術者等が兼ねる場合には、適切に行

う必要がある。 

⑤ 下請の主任技術者の当該工事における職務（専ら複数工種のマネージメントを行い元請の監理技術

者等に近い役割を担うかどうか等）について、例えば、法第二十四条の八の規定に基づき作成する施

工体系図の写しを活用して記載し、下請が記載内容を確認するなどにより、元請及び下請の双方が合

意した内容を明確にしておく。なお、同条の規定に基づく施工体系図の作成を行わない工事において

も、下請の主任技術者の当該工事における職務について、元請及び下請の双方が合意した内容を書面

にしておくことが望ましい。 

⑥ 建設工事の目的物の一部を構成する工場製品の品質管理について、請負契約により調達したものだ

けでなく、売買契約（購入）により調達したものであっても、品質に関する責任は、工場製品を製造

する企業だけでなく、工場へ注文した下請（又は元請）やその上位の下請、元請にも生ずる。このた

め、当該工場製品を工場へ注文した下請（又は元請）やその上位の下請、元請の主任技術者等は、工

場での工程についても合理的な方法で品質管理を行うことが基本であり、主要な工程の立会い確認や

規格品及び認定品に関する品質証明書類の確認などの適宜合理的な方法による品質管理を行う必要

がある。 

工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行

う指導に従わなければならない（法第二十六条の四第二項）。 
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⑦ 主任技術者又は監理技術者に求められる役割を一人の主任技術者又は監理技術者が直接こなすこ

とが困難な場合があり、その場合、良好な施工の確保や働き方改革の観点からも、主任技術者又は監

理技術者を支援する技術者その他の人員（以下「技術者等」という。）を配置することが望ましい。

ただし、そのような場合も、これらの技術者等はあくまでも主任技術者又は監理技術者を支援する立

場の者であり、技術上の管理をつかさどる主任技術者又は監理技術者の役割に変わりは無いことに留

意する必要がある。 

また、大規模な工事現場等においては、総括的な立場として一人の監理技術者に情報集約（共同企

業体で複数の監理技術者の配置が必要な場合は、それぞれ担当の監理技術者に情報集約）し、監理技

術者はこれらの他の技術者の職務を総合的に掌握するとともに指導監督する必要がある。この場合に

おいて、適正な施工を確保する観点から、個々の技術者の職務分担を明確にしておく必要があり、発

注者から請求があった場合は、その職務分担等について、発注者に説明することが重要である。 

⑧ 現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の取締りのほか、工事の施工及び

契約関係事務に関する一切の事項を処理するものとして工事現場に置かれる請負者の代理人であり、

監理技術者等との密接な連携が適正な施工を確保する上で必要不可欠である。なお、監理技術者等と

現場代理人はこれを兼ねることができる（公共工事標準請負契約約款第十条）。 

 

二－四 監理技術者等の雇用関係 

 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常

的な雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係は、資格者証又は健康保険被保

険者証等に記載された所属建設業者名及び交付日により確認できることが必要である。 

 

（１）監理技術者等に求められる雇用関係 

① 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等は所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関

係にあることが必要である。また、建設業者としてもこのような監理技術者等を設置して適正な施工

を確保することが、当該建設業者が技術と経営に優れた企業として評価されることにつながる。 

② 発注者は設計図書の中で雇用関係に関する条件や雇用関係を示す書面の提出義務を明示するなど、

あらかじめ雇用関係の確認に関する措置を定め、適切に対処することが必要である。 

 

（２）直接的な雇用関係の考え方 

① 直接的な雇用関係とは、監理技術者等とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇

用に関する一定の権利義務関係（賃金、労働時間、雇用、権利構成）が存在することをいい、資格者

証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって建設業者との

雇用関係が確認できることが必要である。したがって、在籍出向者、派遣社員については直接的な雇

用関係にあるとはいえない。 

② 直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、

所属建設業者名の変更があった場合には、三十日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変

更を届け出なければならない（規則第十七条の三十四第一項及び第十七条の三十六第一項）。 

③ 指定資格者証交付機関は、資格者証への記載に当たって、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇

用関係を、健康保険被保険者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書により確認している

が、資格者証中の所属建設業者の記載や主任技術者の雇用関係に疑義がある場合は、同様の方法等に

より行う必要がある。具体的には、 

１） 本人に対しては健康保険被保険者証 

２） 建設業者に対しては健康保険被保険者標準報酬決定通知書、市区町村が作成する住民
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税特別徴収税額通知書、当該技術者の工事経歴書 

の提出を求め確認するものとする。 

 

（３）恒常的な雇用関係の考え方 

① 恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事

することが担保されていることに加え、監理技術者等と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、

建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として有する技術

力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことができることが必要であり、

特に国、地方公共団体及び公共法人等（法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一に掲げる公

共法人（地方公共団体を除く。）及び、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、東京湾横

断道路の建設に関する特別措置法（昭和六十一年法律第四十五号）第二条第一項に規定する東京湾横

断道路建設事業者、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪

神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社）が発注する建設

工事（以下「公共工事」という。）において、元請の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監

理技術者及び監理技術者補佐については、所属建設業者から入札の申込のあった日（指名競争に付す

場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見

積書の提出のあった日）以前に三ヶ月以上の雇用関係にあることが必要である。 

また、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更（契約書又は登記簿の

謄本等により確認）があった場合、変更前の建設業者と三ヶ月以上の雇用関係にある者については、

変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなす。 

なお、震災等の自然災害の発生又はその恐れにより、最寄りの建設業者により即時に対応すること

が、その後の被害の発生又は拡大を防止する観点から最も合理的であって、当該建設業者に要件を満

たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、この限り

ではない。 

② 恒常的な雇用関係については、資格者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の

交付年月日等により確認できることが必要である。 

③ また、雇用期間が限定されている継続雇用制度（再雇用制度、勤務延長制度）の適用を受けている

者については、その雇用期間にかかわらず、常時雇用されている（＝恒常的な雇用関係にある）もの

とみなす。 

 

（４）持株会社化等による直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い 

① 建設業を取り巻く経営環境の変化等に対応するため、建設業者が営業譲渡や会社分割をした場合や

持株会社化等により企業集団を形成している場合及び官公需適格組合の場合における建設業者と監

理技術者等との間の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱いの特例について、次の通り定めている。 

１） 建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇

用関係の確認の事務取扱いについて（平成十三年五月三十日付、国総建第百五十五号） 

２） 持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の

取扱いについて（改正）（平成二十八年十二月十九日付、国土建第三百五十七号） 

３） 企業集団内の出向社員係る監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について

（令和六年三月二六日付、国土建技第二九一号） 

４） 官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又は主任技術者の直接的か

つ恒常的な雇用関係の取扱い等について（令和五年三月十三日付、国土建第六百一号） 
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三 監理技術者等の工事現場における専任 

 主任技術者又は監理技術者（特例監理技術者を除く。）は、公共性のある工作物に関する重要な工事

に設置される場合には、工事現場ごとに専任の者でなければならない。 

特例監理技術者を設置する場合は、当該工事現場に設置する監理技術者補佐は専任の者でなければ

ならない。 

法第二十六条の三の規定を利用して設置する特定専門工事の元請等の主任技術者は、専任の者でな

ければならない。 

 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的に当該工事現場に係る職務に

のみ従事していることをいう。 

 元請については、施工における品質確保、安全確保等を図る観点から、主任技術者、監理技術者又

は監理技術者補佐を専任で設置すべき期間が、発注者と建設業者の間で設計図書もしくは打合せ記録

等の書面により明確となっていることが必要である。 

 

（１）工事現場における監理技術者等の専任の基本的な考え方 

① 主任技術者又は監理技術者（特例監理技術者を除く。）は、公共性のある施設若しくは工作物又は

多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、より適正な施工の確保

が求められるため、工事現場ごとに専任の者でなければならない（法第二十六条第三項）。 

② 特例監理技術者を複数の工事現場で兼務させる場合、適正な施工の確保を図る観点から、当該工事

現場ごとに監理技術者補佐を専任で置かなければならない。 

なお、特例監理技術者が兼務できる工事現場数は２とされている（法第二十六条第四項、令第二十

九条）。兼務できる工事現場の範囲は、工事内容、工事規模及び施工体制等を考慮し、主要な会議へ

の参加、工事現場の巡回、主要な工程の立ち会いなど、元請としての職務が適正に遂行できる範囲と

する。この場合、情報通信技術の活用方針や、監理技術者補佐が担う業務等について、あらかじめ発

注者に説明し理解を得ることが望ましい。なお、特例監理技術者が工事の施工の管理について著しく

不適当であり、かつ、その変更が公益上必要と認められるときは、国土交通大臣又は都道府県知事か

ら特例監理技術者の変更を指示することができる（法第二十八条一項第五号）。 

③ 特定専門工事において、元請等の主任技術者は、直接契約を締結した下請（建設業者である下請に

限る。）に主任技術者を置かない場合、適正な施工を確保する観点から、工事現場ごとに専任の者を

置くこと等を求めている（法第二十六条の三第一項、第二項、第六項）。 

④ 専任とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、勤務中は常時継続的に当該工事現場に係る職務に

のみ従事していることを意味するものであり、当該建設工事の技術上の管理や施工に従事する者の技

術上の指導監督といった監理技術者等の職務を踏まえると、当該工事現場にて業務を行うことが基本

と考えられる。一方で、専任の趣旨を踏まえると、必ずしも当該工事現場への常駐（現場施工の稼働

中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること）を必要とするも

のではない。 

したがって、専任の主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐は、当該建設工事に関する打ち合

わせや書類作成等の業務に加え、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の取得、働き

方改革の観点を踏まえた勤務体系その他の合理的な理由で、短期間（１～２日程度）工事現場を離れ

ることについて、その間における施工内容等を踏まえ、適切な施工ができる体制を確保することがで

きる場合は差し支えない。それを超える期間現場を離れる場合、終日現場を離れている状況が週の稼

働日の半数以上の場合、周期的に現場を離れる場合については、適切な施工ができる体制を確保する

とともに、その体制について、元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐の場合は発注者、

下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ている場合に、差し支えないものとする。ただし、
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いずれの場合も、監理技術者等が現地での対応が必要な場合は除く。 

なお、適切な施工ができる体制の確保にあたっては、現場状況や不在期間、不在とする主任技術者、

監理技術者又は監理技術者補佐の状況等を踏まえ、例えば、必要な資格を有する代理の技術者を配置

する、工事の品質確保等に支障の無い範囲において、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻

りうる体制の確保、リアルタイムの映像・音声による通信手段の確保、その通信手段を活用した必要

な資格を有する代理の技術者による対応等が考えられる。ただし、主任技術者又は監理技術者が、建

設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者であることに変わりはないことに留意し、監理技術者等

が担う役割に支障が生じないようにする必要がある。 

この際、監理技術者等の研修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨げることのないように配慮す

べきであるとともに、建設業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や女性の一層の活躍の観点か

らも、監理技術者等が育児等のために短時間現場を離れることが可能となるような体制を確保する等、

監理技術者等の適正な配置等に留意すべきである。 

なお、特定専門工事における元請等の主任技術者については、直接契約を締結した下請の主任技術

者としての職務も担っていることから、短期間工事現場を離れる場合などの施工体制の確保について

は、元請等のみならず、当該下請としての技術者の役割についても支障が生じないよう留意する必要

がある。 

⑤ 「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建

設工事」とは、次の各号に該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が四千万円（建築一式工事の

場合は八千万円）以上のものをいう（建設業法施行令（昭和三十一年政令第二百七十三号。以下、「令」

という。）第二十七条第一項）。  

１） 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事 
２）  鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作

物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する建設工事 
３）  電気事業用施設（電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設

をいう。）又はガス事業用施設（ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施

設をいう。）に関する建設工事 

４）  石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設、電気通信事業法

第二条第五号に規定する電気通信事業者が同条第四号に規定する電気通信事業の用に

供する施設、放送法第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者又は同条第二十四号に

規定する基幹放送局提供事業者が同条第一号に規定する放送の用に供する施設（鉄骨造

又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。）、学校、図書館、美術館、

博物館又は展示場、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業の用に供する施設、

病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給事業法第二条第四項に規

定する熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共

同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、

工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する建設工事 

⑥ 事務所・病院等の施設又は工作物と戸建て住宅を兼ねたもの（以下「併用住宅」という。）につい

て、併用住宅の請負代金の総額が八千万円以上（建築一式工事の場合）である場合であっても、以下

の２つの条件を共に満たす場合には、戸建て住宅と同様であるとみなして、主任技術者又は監理技術

者の専任配置を求めない。  

１） 事務所・病院等の非居住部分（併用部分）の床面積が延べ面積の１／２以下であるこ

と。 
２）  請負代金の総額を居住部分と併用部分の面積比に応じて按分して求めた併用部分に
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相当する請負金額が、専任要件の金額基準である八千万円未満（建築一式工事の場合）

であること。 
なお、併用住宅であるか否かは、建築基準法第六条の規定に基づき交付される建築確認済証により

判別する。また、居住部分と併用部分の面積比は、建築確認済証と当該確認済証に添付される設計図

書により求め、これと請負契約書の写しに記載される請負代金の額を基に、請負総額を居住部分と併

用部分の面積比に応じて按分する方法により、併用部分の請負金額を求めることとする。 

 

（２）監理技術者等の専任期間 

① 元請が、主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐を工事現場に専任で設置すべき期間は契約工

期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げる期間については工事現場への専任は要し

ない。ただし、いずれの場合も、発注者と建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ

記録等の書面により明確となっていることが必要である。 

１） 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又

は仮設工事等が開始されるまでの間。） 

２） 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に

一時中止している期間 

３） 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工

事全般について、工場製作のみが行われている期間 

４） 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、

後片付け等のみが残っている期間 

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主

任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で

他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主

任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。 

② 下請工事においては、施工が断続的に行われることが多いことを考慮し、専任の必要な期間は、下

請工事が実際に施工されている期間とする。 

③ 元請の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐については、前述の工事現場への専任を要しな

い期間１）から４）のうち、２）（工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等

により、工事を全面的に一時中止している期間）に限って、発注者の承諾があれば、発注者が同一の

他の工事（元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る）の専任の主任技術者、

監理技術者又は監理技術者補佐として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期

間における災害等の非常時の対応方法（元の工事の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐は他

の工事の専任の主任技術者、監理技術者又は監理技術者補佐として従事しているため、同じ建設業者

に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要）について、発注者の承諾を得る必要があ

る。 

下請の主任技術者については、工事現場への専任を要しない期間（担当する下請工事が実際に施工

されていない期間）に限って、発注者、元請及び上位の下請の全ての承諾があれば、発注者、元請及

び上位の下請の全てが同一の他の工事（元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するもの

に限る）の専任の主任技術者として従事することができる。その際、元の工事の専任を要しない期間

における災害等の非常時の対応方法（元の工事の主任技術者は他の工事の専任の主任技術者として従

事しているため、同じ建設業者に所属する別の技術者による対応とするなどの留意が必要）について

発注者、元請及び上位の下請全ての承諾を得る必要がある。 

④ また、例えば下水道工事と区間の重なる道路工事を同一あるいは別々の主体が発注する場合など、
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密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する

場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる（令第二十七条第二項）。

これについては、当面の間、以下のとおり取り扱う。ただし、この規定は、専任の監理技術者につい

ては適用されない。 

１） 工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互

に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が１０ｋｍ程度の近接した場所において

同一の建設業者が施工する場合には、令第二十七条第二項が適用される場合に該当する。なお、

施工にあたり相互に調整を要する工事について、資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の

部分を同一の下請で施工する場合等も含まれると判断して差し支えない。 

２） １）の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な

工事を含む場合は、原則２件程度とする。 

３） １）及び２）の適用に当たっては、法第二十六条第三項が、公共性のある施設又は多数の

者が利用する施設等に関する重要な工事について、より適正な施工を確保するという趣旨で設

けられていることにかんがみ、個々の工事の難易度や工事現場相互の距離等の条件を踏まえて、

各工事の適正な施工に遺漏なきよう発注者が適切に判断することが必要である。また、本運用

により、土木工事以外の建築工事等においても活用が見込まれ、民間発注者による工事も含ま

れる。 

⑤ このほか、同一あるいは別々の注文者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請

負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象が同一の建築物又は連続する工作物である

場合については、全体の工事を当該建設業者が設置する同一の監理技術者等が掌握し、技術上の管理

を行うことが合理的であると考えられることから、全ての注文者から同一工事として取り扱うことに

ついて書面による承諾を得た上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が

当該複数工事全体を管理することができる。この場合、その全てを下請として請け負う場合を除き、

これら複数工事に係る下請金額の合計を四千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）以上とする

ときは特定建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければならない。また、

これら複数工事に係る請負代金の額の合計が四千万円（建築一式工事の場合は八千万円）以上となる

場合、主任技術者又は監理技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない。（特例監理技

術者を設置する場合を除く。） 

 

四 監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の携帯等 

 専任の監理技術者（特例監理技術者を含む。）は、資格者証の交付を受けている者であって、監理技

術者講習を過去五年以内に受講したもののうちから、これを選任しなければならない。また、当該監

理技術者は、発注者等から請求があったときは資格者証を提示しなければならず、当該建設工事に係

る職務に従事しているときは、常時これらを携帯している必要がある。また、監理技術者講習修了履

歴（以下「修了履歴」という。）についても、発注者等から提示を求められることがあるため、監理技

術者講習修了後、修了履歴のラベルを資格者証の裏面に貼付することとしている。 

 

（１）資格者証制度及び監理技術者講習制度の適用範囲 

① 専任の監理技術者（特例監理技術者を含む。）は、資格者証の交付を受けている者であって、監理

技術者講習を受講したもののうちから選任しなければならない（法第二十六条第五項）。 

 

（２）資格者証に関する規定 

② 資格者証は、公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関す
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る重要な建設工事については、当該建設工事の監理技術者が所定の資格を有しているかどうか、監理

技術者としてあらかじめ定められた本人が専任で職務に従事しているかどうか、工事を施工する建設

業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であるかどうか等を確認するために活用されている。建

設業者に選任された監理技術者は、発注者等から請求があった場合は、資格者証を提示しなければな

らない（法第二十六条第六項）。 

③ 監理技術者になり得る者は、指定資格者証交付機関に申請することにより資格者証の交付を受ける

ことができる。監理技術者になり得る者は、指定建設業七業種については、一定の国家資格者又は国

土交通大臣認定者に限られるが、指定建設業以外の二十二業種については、一定の国家資格者、国土

交通大臣認定者のほか、一定の指導監督的な実務経験を有する者も監理技術者になり得る。 

④ 資格者証の交付及びその更新に関する事務を行う指定資格者証交付機関として一般財団法人建設

業技術者センターが指定されている。 

⑤ 資格者証には、本人の顔写真の他に次の事項が記載され（法第二十七条の十八第二項、規則第十七

条の三十五）、様式は図－１に示すものとなっている（監理技術者と特例監理技術者の資格者証は同

じ）。 

１） 交付を受ける者の氏名、生年月日及び住所 

２） 最初に資格者証の交付を受けた年月日 

３） 現に所有する資格者証の交付を受けた年月日 

４） 交付を受ける者が有する監理技術者資格 

５） 建設業の種類 

６） 資格者証交付番号 

７） 資格者証の有効期間の満了する日 

８） 所属建設業者名 

９） 監理技術者講習を修了した場合はその旨 

 

（３）監理技術者講習に関する規定 

① 監理技術者は常に最新の法律制度や技術動向を把握しておくことが必要であることから、専任の監

理技術者（特例監理技術者を含む。）として選任されている期間中のいずれの日においても、講習を

修了した日から五年を経過することのないように監理技術者講習を受講していなければならない。な

お、令和三年一月一日以降は、監理技術者講習の有効期限の起算日が講習を受講した日の属する年の

翌年の一月一日となり、同日から五年後の十二月三十一日が監理技術者講習の有効期限となる（規則

第十七条の十七）。 

② なお、監理技術者補佐についても、監理技術者を適切に補佐し、資質の向上を図る観点から、監理

技術者講習を受講することが望ましい。 

③ 監理技術者講習は、所定の要件を満たすことにより国土交通大臣の登録を受けた者（以下「登録講

習機関」という。）が実施し、監理技術者として従事するために必要な事項として 

①建設工事に関する法律制度 

②建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 

③建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 

 に関し最新の事例を用いて、講義と試験によって行われるものである。受講希望者はいずれかの登録

講習機関に受講の申請を行うことにより講習を受講することができる。 

④ 各登録講習機関から講習の修了者に対し交付される修了履歴の様式は図－２に示すものとなって

おり（規則第十七条の十一）、講習の修了を証明するものとして発注者等から提示を求められること

があるため、監理技術者講習修了後、修了履歴のラベルを資格者証の裏面に貼付することとしている。 
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五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成 

 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その工事を施工するために締結した下請金

額の総額が四千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）以上となる場合には、工事現場ごとに監

理技術者（特例監理技術者を設置する場合にあっては、特例監理技術者及び監理技術者補佐）を設置

するとともに、建設工事を適正に施工するため、建設業法により義務付けられている施工体制台帳の

整備及び施工体系図の作成を行うこと等により、建設工事の施工体制を的確に把握する必要がある。 

 

（１）施工体制台帳の整備 

① 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、その下請が建設業法等の関係法令に違反し

ないよう指導に努めなければならない（法第二十四条の七）。このような下請に対する指導監督を行

うためには、まず、特定建設業者とりわけその監理技術者が建設工事の施工体制を的確に把握してお

く必要がある。 

② そこで、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者で当該建設工事を施工するために総額

四千五百万円（建築一式工事の場合は七千万円）以上の下請契約を締結したものは、下請に対し、再

下請負を行う場合は再下請負通知を行わなければならない旨を通知するとともに掲示しなければな

らない。（規則第十四条の三）また、下請から提出された再下請負通知書等に基づき施工体制台帳を

作成し、工事現場ごとに備え付けなければならない（法第二十四条の八第一項）。 

 施工体制台帳を作成した特定建設業者は、発注者から請求があったときは、施工体制台帳をその発

注者の閲覧に供しなければならない（法第二十四条の八第三項）。公共工事の受注者は、特定建設業

者であるか否かにかかわらず、また、下請金額にかかわらず、施工体制台帳を作成し、工事現場ごと

に備え付けなければならない（入札契約適正化法第十五条第一項）。また、発注者から請求があった

ときに施工体制台帳を発注者の閲覧に供することに代えて、作成した施工体制台帳の写しを発注者に

提出しなければならない（入札契約適正化法第十五条第二項）。さらに、公共工事の受注者は、発注

者から施工体制が施工体制台帳の記載と合致しているかどうかの点検を求められたときはこれを受

けることを拒んではならない（入札契約適正化法第十五条第三項）。 

 

（２）施工体系図の作成 

① 下請業者も含めた全ての工事関係者が建設工事の施工体制を把握する必要があること、建設工事の

施工に対する責任と工事現場における役割分担を明確にすること、技術者の適正な設置を徹底するこ

と等を目的として、施工体制台帳を作成する特定建設業者は、当該建設工事に係るすべての建設業者

名、技術者名等を記載し工事現場における施工の分担関係を明示した施工体系図を作成し、これを当

該工事現場の見やすい場所に、公共工事においては工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場

所に掲げなければならないことが定められている（法第二十四条の八第四項、入札契約適正化法第十

五条第一項）。 

② なお、施工体系図の掲示については、一定の要件を満たした上でデジタルサイネージ等ＩＣＴ機器

を活用して行うことができる（施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用につ

いて（令和四年一月二十七日付、国不建第四百四十六号））。 
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六 工事現場への標識の掲示 

建設工事の責任の所在を明確にすること等のため、元請は、建設工事の現場ごとに、建設業許可に

関する事項のほか、監理技術者等の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号等を記載した標識

を、公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 

 

① 建設業法による許可を受けた適正な業者によって建設工事の施工がなされていることを対外的に

明らかにすること、多数の建設業者が同時に施工に携わるため、安全施工、災害防止等の責任が曖昧

になりがちであるという建設工事の実態に鑑み対外的に建設工事の責任主体を明確にすること等を

目的として、元請は、建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。

（法第四十条） 

② 現場に掲げる標識には、建設業許可に関する事項のほか、主任技術者又は監理技術者の氏名、専任

の有無（監理技術者補佐を配置している場合はその旨）、資格名、監理技術者資格者証交付番号等を

記載することとされており、図－３の様式となる。（規則第二十五条第一項、第二項）建設業者は、

この様式の標識を掲示することにより、監理技術者等の資格を明確にするとともに、資格者証の交付

を受けている者が設置されていること等を明らかにする必要がある。 

③ なお、標識の掲示については、一定の要件を満たした上でデジタルサイネージ等ＩＣＴ機器を活用

して行うことができる（施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について

（令和四年一月二十七日付、国不建第四百四十六号））。 

 

七 建設業法の遵守 

 建設業法は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、

建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって

公共の福祉の増進に寄与することを目的に定められたものである。したがって、建設業者は、この法

律を遵守すべきことは言うまでもないが、行政担当部局は、建設業法の遵守について、適切に指導を

行う必要がある。 

 

① 法第一条においては、建設業法の目的として 

「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、

建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発展を促進し、もって

公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」 

 と規定しており、建設業者は、この法律を遵守する必要がある。また、行政担当部局は、建設業法の

遵守について、建設業者等に対して適切に指導を行う必要がある。 

② 特に、法第四十一条においては、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通大臣又は都道府

県知事が建設業者に対して必要な指導、助言等を行うことができることを規定している。また、法第

二十八条第一項及び第四項では、建設業者が建設業法や他の法令の規定に違反した場合等において、

当該建設業者に対して、監督処分として必要な指示を行うことができ、同条第三項及び第五項では、

この指示に違反した場合等において、営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。さらに、こ

の営業の停止の処分に違反した場合等において、建設業の許可を取り消すこととしている。 

③ さらに、法第四十一条の二においては、建設工事の不適切な施工があった場合において、その原因

が建設資材に起因すると認めるときは、国土交通大臣又は都道府県知事が当該建設資材を引き渡した

建設資材製造業者等に対して、再発防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができ、

これに従わなかったときは公表及び命令することができることを規定している。 
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図－１ 資格者証の様式 

（表面） 

  

 

 

 

（裏面） 

 

 

備考 

 １ 磁気ストライプを埋め込むこと。 

令 和    年   月   日  まで有効 

年  月  日 生 
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図－２ 修了証の様式 

 

備考 

監理技術者講習修了後、監理技術者資格者証が発行された場合は、本ラベルを監理技術者資格者

証上部に貼付すること。 

 

 

図－３ 工事現場に掲げる標識の様式 

 

 

建  設  業  の  許  可  票 

商 号 又 は 名 称  

代 表 者 の 氏 名  

主任技術者の氏名 専 任 の 有 無   

 資 格 名 資格者証交付番号   

一般建設業又は特定建設業の別  

許 可 を 受 け た 建 設 業  

許 可 番 号 
国土交通大臣 

知事 
許可（  ）第        号 

許 可 年 月 日  

 

 

 

記載要領 

 １ 「主任技術者の氏名」の欄は、法第２６条第２項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏

名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。 

 ２ 「専任の有無」の欄は、法第２６条第３項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同

項ただし書に該当する場合には、「非専任（監理技術者を補佐する者を配置）」と記載すること。 

 ３ 「資格名」の欄は当該主任技術者又は監理技術者が法第７条第２号ハ又は法第１５条第２号イに

該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。 

 ４ 「資格者証交付番号」の欄は、法第２６条第３項の規定により専任の者でなければならない監理

技術者（特例監理技術者を含む。）を置く場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を

記載すること。 

 ５ 「許可を受けた建設業の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた

建設業を記載すること。 

 ６ 「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。 

35cm 以上 

2
5
cm

以
上
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第７ 監理技術者制度の運用等について 

 

北 開 局 工 管 第 ６ ９ 号 

平 成 １ ６ 年 ８ 月 ２ 日 

 

北 開 局 工 管 第 １ ３ 号 

最終改正：令和５年４月１３日 

 

 

開 発 監 理 部 長 殿 

各 開 発 建 設 部 長 殿 

営 繕 部 長 殿    

 

事 業 振 興 部 長 

 

監理技術者制度の運用等について 

 

 標記については、別添のとおり平成 16 年３月１日付けで「監理技術者制度

運用マニュアルについて」が国土交通省総合政策局建設業課長から発出されて

いるところであるが、同マニュアル（以下単に「マニュアル」という。）を踏

まえ、公共工事の発注に当たっての監理技術者制度の運用等については、特に

下記事項に留意されたく通知する。 

 

記 

 

１ 監理技術者等の途中交代について（マニュアル二－二（４）） 

 監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者（以下「監理技術者等」とい

う。）の工期途中での交代が認められる場合には、監理技術者等の死亡、傷

病、出産、育児、介護、退職等の場合のほか次の（１）から（４）に掲げる

場合があること。また、建設現場における働き方改革等の観点を踏まえ、そ

の具体的内容について受発注者間で合意することとし、入札の公平性の観点

から、原則として元請（発注者から直接建設工事を請け負った建設業者をい

う。以下同じ。）の監理技術者等の交代が認められる基本的な条件は入札前

に明示する範囲とし、同等以上の技術力を有する技術者との交代であること

を条件とすること。なお、次の（１）から（４）に掲げるいずれの場合にあ

っても、工事の継続性、品質確保等に支障を生じさせない観点から、交代前

後における監理技術者等の技術力が同等以上に確保されるようにするほか、

交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とすること、工事の規模、

難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置すること等の措置が講じら

れるようにすること。 
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おって、工事請負代金額が 4000 万円（建築一式工事にあっては 8000 万円）

以上の工事において工期途中での監理技術者等の交代を認めたときは、工事

実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）に変更登録をするよう徹底すること。 

（１） 受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合 

（２） 工場から現地へ工事の現場が移行する場合 

（３） 一つの契約工期が多年に及ぶ場合など工事工程上技術者の交代が

合理的な場合 

（４） その他工事の進捗状況等現場の施工実態、施工体制等を考慮して

支障がないと認められる場合 

 

２ 営業所における専任の技術者と主任技術者又は監理技術者との関係につい

て（マニュアル二－二（５）） 

  営業所における専任の技術者は、営業所に常勤（テレワーク（営業所等勤

務を要する場所以外の場所で、ＩＣＴの活用により、営業所等で職務に従事

している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連

絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。以下

同じ。）を行う場合を含む。）して専らその職務に従事することが求められ

ている。 

ただし、特例として、当該営業所において請負契約が締結された建設工事

であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事し

うる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとり

うる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関

係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない主任技術者又は監理技術者

となることができる（「営業所における専任の技術者の取扱いについて」

（平成 15 年４月 21 日付け国総建第 18 号））。 

 

３ 監理技術者等の職務について（マニュアル二－三） 

  主任技術者及び監理技術者は、建設工事を適正に実施するため、施工計画

の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び施工に従事する者の

技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。なお、当該職務は、

業務内容及び業務環境に応じて、テレワークにより行う場合も含まれる。 

 

４ 監理技術者等の雇用関係の確認等について（マニュアル二－四） 

監理技術者等は、所属建設業者と「直接的かつ恒常的な雇用関係」にある

ことが必要とされ、このうち元請の専任の監理技術者等に係る「恒常的な雇

用関係」については、所属建設業者から入札の申込みのあった日以前に３ヶ

月以上の雇用関係にあることが必要であり、また、その際、監理技術者資格

者証の交付年月日若しくは変更履歴又は健康保険被保険者証の交付年月日等

により確認できることが必要であるとされていること（マニュアル二－四

（３）に定める「緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合」について
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は、この限りではない。）。このため、入札等に当たっての監理技術者等の

雇用関係の確認等については、以下のとおり取り扱うこと。 

ただし、合併、営業譲渡又は会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の

変更があった場合には、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用

関係にあるものとみなす。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度

（再雇用制度、勤務延長制度）の適用を受けている者については、その雇用

期間にかかわらず、恒常的な雇用関係にあるものとみなすこと。 

（１）入札参加希望者等に対する確認手続 

監理技術者については、一般競争入札に係る競争参加資格確認資料の提

出及び工事希望型競争入札に係る技術資料の提出に際しては、入札参加希

望者等（一般競争入札の参加希望者及び工事希望型競争入札における技術

資料を提出した者をいう。以下同じ。）に対し、設置予定の監理技術者の

監理技術者資格者証の写しを添付するよう求めること。この場合において、

当該写しに記載されている所属建設業者の商号又は名称と入札参加希望者

の商号又は名称が異なるとき等上記「直接的かつ恒常的な雇用関係」に疑

義があると認められる場合には、当該入札参加希望者等に対し、健康保険

被保険者証の写し（被保険者等記号・番号等にマスキングを施されたもの

であること。以下同じ。）等上記「直接的かつ恒常的な雇用関係」を明示

することができる資料を求めること。工事希望型競争入札以外の指名競争

入札にあっては、落札者の決定後、設置予定の監理技術者の監理技術者資

格者証の写しを添付するよう求めること。なお、監理技術者補佐又は主任

技術者については、健康保険被保険者証の写し等を添付するよう求めるこ

と。 

（２）在籍出向の要件に係る確認手続 

入札参加希望者等が在籍出向者を監理技術者等として設置しようとする

場合、次のとおり監理技術者等の在籍出向の要件を確認すること。なお、

工事希望型競争入札以外の指名競争入札にあっては、落札者の決定後に確

認すること。 

① 「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術者

の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」（平成１

３年５月３０日付け国総建第１５５号）について 

１）  監理技術者資格者証等により、出向社員と出向元企業との間に

「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを確認する。 

２） 出向元企業の建設業の廃業届書の写し、当該建設業の許可の取消

通知書の写し又は当該許可の取消しを行った旨の掲載された官報若し

くは公報を提出するよう求め、出向元企業が当該建設工事の種類に係

る建設業の許可を廃止したことを確認する。 

３） 営業譲渡契約書等の出向元企業と出向先企業の営業譲渡又は会社

分割についての関係を示す書類により、営業譲渡の契約上定められて

いる譲渡の日又は出向先企業が会社分割の登記をした日から３年以内
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であることを確認する。 

② 「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者又

は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（試

行）」（平成２８年３月２４日付け国土建第４８３号）記２．について 

１）開札前における確認手続 

イ 監理技術者資格者証等により、在籍出向者と出向元の組合員との

間に「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを確認する 

ロ 別途国土交通省不動産・建設経済局建設業課長が交付する在籍出

向可能範囲通知書（以下「通知書」という。）の写しを提出するよ

う求め、出向元の組合員が、通知書に記載された「（２）①集団を

構成する組合員」に該当することを確認する。 

２）契約締結後における確認手続 

監督職員（契約事務取扱規則（昭和３７年大蔵省令第５２号）第１

８条に定める者をいう。以下同じ。）は、受注者から提出された施工

体制台帳により、在籍出向者を監理技術者等として設置する建設工事

の下請負人に、通知書に記載された「（２）組合員」（「②集団に含

まれない組合員」を含む。）が含まれていないことを確認する。なお、

下請負人に「（２）組合員」が含まれていることが確認された場合、

その事実を契約担当課に報告する。 

③ 「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監

理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（改正）」

（平成２８年５月３１日付け国土建第１１９号）２．について 

１）開札前における確認手続 

イ 健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間に

「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを確認する。 

ロ 出向契約書や出向協定書等により、出向先の会社との間に雇用関

係があることを確認する。 

ハ 別途国土交通省不動産・建設経済局建設業課長が交付する企業集

団確認書（以下「確認書」という。）の写しを提出するよう求め、

出向先の会社と出向元の会社との関係が、確認書に記載された

「（１）①親会社」と「（１）②連結子会社」に該当することを確

認する。 

２）契約締結後における確認手続 

監督職員は、受注者から提出された施工体制台帳により、出向社員

を監理技術者等として設置する建設工事の下請負人に、確認書に記載

された「（１）企業集団を構成する会社」又は「（２）非連結子会社」

が含まれていないことを確認する。なお、下請負人に「（１）企業集

団を構成する会社」又は「（２）非連結子会社」が含まれていること

が確認された場合、その事実を契約担当課に報告する。 

④ 「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒
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常的な雇用関係の取扱いについて（改正）」（平成２８年１２月１９日

付け国土建第３５８号） 

１）開札前における確認手続 

イ 健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間に

「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることを確認する。 

ロ 「持株会社の子会社に係る経営事項審査の取扱いについて」（平

成２０年３月１０日付け国総建第３１９号）別紙２の「企業集団及

び企業集団に属する建設業者についての数値認定書」（以下「数値

認定書」という。）の写しを提出するよう求め、出向元である親会

社と出向先であるその子会社が、数値認定書に記載された「１．企

業集団に属する会社」に該当することを確認する。 

２）契約締結後における確認手続 

監督職員は、受注者から提出された施工体制台帳により、出向者を

監理技術者等として設置する建設工事の下請負人に、数値認定書に記

載された「１．企業集団に属する会社」が含まれていないことを確認

する。なお、下請負人に「１．企業集団に属する会社」が含まれてい

ることが確認された場合、その事実を契約担当課に報告する。 

（３）入札参加等の取扱い 

（１）の確認手続の結果、当該入札参加希望者等と設置予定の監理技

術者等との間に、「直接的かつ恒常的な雇用関係」が確認できない場合

又は（２）①、②１）、③１）若しくは④１）の確認手続の結果、在籍

出向の要件に適合することが確認できない場合は、当該入札参加希望者

等を入札に参加させないこと。 

また、（２）②２）、③２）又は④２）の確認手続の結果、在籍出向

の要件に適合しない者を監理技術者等として設置していることが確認さ

れた場合は、工事請負契約書（「北海道開発局工事請負契約書案につい

て」（平成９年１月１６日付け北開局工管第１８７号）をいう。）第４

７条第４号に基づき、契約を解除すること。 

（４）入札説明書等における周知措置 

 一般競争入札にあっては入札説明書、工事希望型競争入札にあっては

技術資料の提出を求める資料、工事希望型競争入札以外の指名競争入札

にあっては指名通知書の監理技術者等関係部分において、次に掲げる事

項を記載すること。 

① 設置予定の監理技術者等にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係が必

要であるので、その旨を明示することができる資料を求めることがあり、

その明示がなされない場合は入札に参加できない。 

② 次に掲げる通達において定められた在籍出向の要件に適合しない場合

又は当該要件に適合することを証する資料の提出がなされない場合は入

札に参加できない。また、当該要件に適合しない者を監理技術者等とし

て設置していることが確認された場合は契約を解除する。 
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１）「建設業者の営業譲渡又は会社分割に係る主任技術者又は監理技術

者の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の事務取扱いについて」（平

成 13 年５月 30 日付け国総建第 155 号） 

２）「官公需適格組合における組合員からの在籍出向者たる監理技術者

又は主任技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について

（試行）」（平成 28 年３月 24 日付け国土建第 483 号） 

３）「親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は

監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について（改

正）」（平成 28 年５月 31 日付け国土建第 119 号） 

４）「持株会社の子会社が置く主任技術者又は監理技術者の直接的かつ

恒常的な雇用関係の取扱いについて（改正）」（平成 28 年 12 月 19

日付け国土建第 357 号） 

（５）その他 

契約締結後において、契約書の規定に従い監理技術者等の通知があっ

た場合において、監理技術者資格者証に記載されている所属建設業者の

商号又は名称と入札予定者の商号又は名称が異なるなど（１）の「直接

的かつ恒常的な雇用関係」及び（２）の在籍出向の要件に疑義があると

認められるときは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律（平成１２年法律第１２７号）第１１条に規定する通知の必要がある

ので、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第１１条

に関する手続について」（平成１３年７月３０日付け国地契第２６号、

国官技第１２６号、国営計第７６号）に基づき適切に処理すること。 

 

５ 監理技術者等の工事現場における専任について（マニュアル三） 

監理技術者（特例監理技術者を除く。）又は主任技術者は、国が注文者で

ある施設又は工作物に関する建設工事で、工事請負代金額が 4000 万円（建

築一式工事にあっては 8000 万円）以上のものについて、その契約工期にお

いて、工事現場ごとに専任の者でなければならないこと。特例監理技術者を

設置する場合は、当該工事現場に設置する監理技術者補佐は専任の者でなけ

ればならないほか、特例監理技術者が兼務できる工事現場の範囲については、

「建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者及び監

理技術者補佐の北海道開発局発注工事における取扱いについて」（令和２年

１０月１４日付け北開局工管第１５６号）によること。また、特定専門工事

において、元請又は上位下請の主任技術者は、直接契約を締結した下請（建

設業者である下請に限る。）に主任技術者を置かない場合、適正な施工を確

保する観点から、工事現場ごとに専任の者でなければならないこと。 

この「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当

該工事現場に係る職務にのみ従事していることを意味するものであり、必ず

しも当該工事現場への常駐（現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除

き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること）を必要とするものでは
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ないことに留意すること。したがって、専任の監理技術者、監理技術者補佐

又は主任技術者は、技術研鑽のための研修、講習、試験等への参加、休暇の

取得、その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては、適

切な施工ができる体制を確保する（例えば、必要な資格を有する代理の技術

者を配置する、工事の品質確保等に支障の無い範囲において、連絡を取りう

る体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制を確保する等）とともに、その

体制について、元請の監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者の場合は

発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は下請の了解を得ていることを前

提として、差し支えない。なお、適切な施工ができる体制の確保にあたって

は、監理技術者又は主任技術者が、建設工事の施工の技術上の管理をつかさ

どる者であることに変わりはないことに留意し、監理技術者又は主任技術者

が担う役割に支障が生じないようにすること。この際、例えば必要な資格を

有する代理の技術者の配置等により適切な施工ができると判断される場合に

は、現場に戻りうる体制を確保することは必ずしも要しないなど、監理技術

者等の研修等への参加や休暇の取得等を不用意に妨げることのないように配

慮すること。さらには、建設業におけるワーク・ライフ・バランスの推進や

女性の一層の活躍の観点からも、監理技術者等が育児等のために短時間現場

を離れることが可能となるような体制を確保する等、監理技術者等の適正な

配置等に留意すること。 

ただし、次に掲げる場合につき、それぞれ当該各項に定めるところにより

取り扱うこと。 

（１）「施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行についての運用に

ついて」（平成２８年１月１２日付け北開局技管第１３６号）記２（１）

に規定する余裕期間を設定する工事である場合 

 余裕期間においては、監理技術者等を設置することを要しないこと。 

（２）元の工事が次に掲げる期間にあって、他の工事が監理技術者等の専任

を要しない工事である場合 

① 契約締結後、現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の

搬入、仮設工事等が開始されるまで）の期間 

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生、埋蔵文化財調査等により、

工事を全面的に一時中止している期間 

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の工場製作

を含む工事全般について、工場製作のみが行われている期間 

④ 工事完成後、検査が終了し、事務手続き後、後片付け等のみが残って

いる期間 

元の工事が①から④の期間にある場合は、当該工事現場での監理技術者、 

監理技術者補佐又は主任技術者の専任は要せず、監理技術者、監理技術者

補佐又は主任技術者の専任を要しない他の工事に従事することができるこ

と。なお、いずれの期間についても、発注者と建設業者の間で設計図書、

打合せ記録等の書面により明確となっていることが必要であること。 
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（３）元の工事と他の工事が次に掲げる工事に該当する場合 

① 工場製作の過程を含む工事 

工場製作の過程を含む工事の工場製作過程において、同一工場内で他

の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、同一の監理技術者又は主任技術者がこれらの製作を一

括して管理することができること。 

② 発注者等が同一の工事 

元請の監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者については、（１）

②の期間に限って、発注者の承諾があれば、発注者が同一の他の工事

（元の工事の専任を要しない期間内に当該工事が完了するものに限る。）

の専任の監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者として従事するこ

とができること。その際、元の工事の専任を要しない期間における災害

等の非常時の対応方法について、発注者の承諾を得る必要があること。 

下請の主任技術者については、工事現場への専任を要しない期間（担

当する下請工事が実際に施工されていない期間）に限って、発注者、元

請及び上位の下請の全ての承諾があれば、発注者、元請及び上位の下請

の全てが同一の他の工事（元の工事の専任を要しない期間内に当該工事

が完了するものに限る。）の専任の主任技術者として従事することがで

きること。その際、元の工事の専任を要しない期間における災害等の非

常時の対応方法について、発注者、元請及び上位の下請全ての承諾を得

る必要があること。 

③ 密接な関連のある工事 

密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近

接した場所において施工する場合においては、同一の専任の主任技術者

がこれらの工事を管理することができること。これについては、当面の

間、以下のとおり取り扱うこと。ただし、この規定は、専任の監理技術

者については適用されないこと。 

１）工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事

又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互

の間隔が１０ｋｍ程度の近接した場所において同一の建設業者が施工

する場合には、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理するこ

とができる。なお、施工にあたり相互に調整を要する工事について、

資材の調達を一括で行う場合や工事の相当の部分を同一の下請で施工

する場合等も含まれると判断して差し支えない。 

２）１）の場合において、一の主任技術者が管理することができる工事

の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則２件程度とする。 

３）１）及び２）の適用に当たっては、個々の工事の難易度や工事現場

相互の距離等の条件を踏まえて、各工事の適正な施工に遺漏なきよう

発注者が適切に判断することが必要である。 

④ 工作物等に一体性が認められる工事 
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同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の

重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の

対象が同一の建築物又は連続する工作物である場合については、全ての

発注者から同一工事として取り扱うことについて書面による承諾を得た

上で、これら複数の工事を一の工事とみなして、同一の監理技術者等が

当該複数工事全体を管理することができること。この場合、その全てを

下請として請け負う場合を除き、これら複数工事に係る下請金額の合計

を 4500 万円（建築一式工事の場合は 7000 万円）以上とするときは特定

建設業の許可が必要であり、工事現場には監理技術者を設置しなければ

ならないこと。また、これら複数工事に係る請負代金の額の合計が

4000 万円（建築一式工事の場合は 8000 万円）以上となる場合、監理技

術者又は主任技術者はこれらの工事現場に専任の者でなければならない

こと（特例監理技術者を設置する場合を除く。）。 
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第８ 建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

平成２６年２月１２日 北開局工管第２５４号

事 業 振 興 部 長 か ら

営繕部長及び各開発建設部長あて

このことについて、北海道局予算課長より別紙（写し）のとおり通達があったので、遺漏のない

よう措置されたい。

なお、当局においては、別紙通達国北予第４７号（平成２５年２月６日付け）、「工事請負契約書の

制定について」（平成7年6月30日付け建設省厚契発第25号）を「北海道開発局工事請負契約書案につ

いて」（平成9年１月16日付け北開局工第187号）に読み替えること。
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国北予第４２ 号  
平成 26年２月１０日 

 
 

北海道開発局事業振興部長 殿 
 
                     北海道局予算課長 

（公 印 省 略） 
 
 
建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて（改正） 
  

 
 
標記について、別添のとおり土地・建設産業局建設業課長から送付されたの

で、通知する。 

なお、別添記２．の現場代理人の常駐義務緩和については、従来のとおり「建

設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」（平成 25 年 2 月 6 日付け国北

予第 47 号）に基づき適切に運用されたい。 
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【別添１】

国 土 建 第 １ ６ １ 号

平成２３年１１月１４日

各発注機関の長 殿

国土交通省土地・建設産業局建設業課長

現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について

昨年７月の公共工事標準請負契約約款（以下「標準約款」という。）の改正により、現

場代理人の常駐義務を緩和する旨の規定（標準約款第１０条第３項）が追加されたことを

受け、他の工事の現場代理人を兼ねるようになった例もありますが、当該規定の趣旨及び

運用上の留意事項は下記のとおりですので、参考にされるとともに、適切な運用に努めら

れますようお願いします。

記

現場代理人は、請負契約の的確な履行を確保するため、工事現場の運営、取締りのほか、

工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金額の変更、契約の解除等を除

く。）を処理する受注者の代理人であることから、発注者との常時の連絡に支障を来さな

いよう、工事現場への常駐（当該工事のみを担当し、かつ、作業期間中常に工事現場に滞

在していること）が義務づけられている（標準約款第１０条第２項）。

しかしながら、昨今、通信手段の発達により、工事現場から離れていても発注者と直ち

に連絡をとることが容易になってきていることから、厳しい経営環境下における施工体制

の合理化の要請にも配慮し、一定の要件を満たすと発注者が認めた場合（※）には、例外的

に常駐を要しないこととすることができるものとされた（標準約款第１０条第３項）。

（※）工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保

されると発注者が認めた場合

具体的にどのような場合に常駐義務を緩和するかについては、受注者から現場代理人に

付与された権限の範囲や、工事の規模・内容等に応じた運営、取締り等の難易等を踏まえ

て発注者が判断すべきものであるが、その基本的な考え方を示せば次のとおりである。
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（１）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの

期間や、工事の全部の施工を一時中止している期間等、工事現場の作業状況等に応じ

て、発注者との連絡体制を確保した上で、常駐義務を緩和することが考えられる。

（２）（１）以外にも、次の①及び②をいずれも満たす場合には、常駐義務を緩和するこ

とが考えられる。

① 工事の規模・内容について、安全管理、工程管理等の工事現場の運営、取締り等

が困難なものでないこと（安全管理、工程管理等の内容にもよるが、例えば、主任

技術者又は監理技術者の専任が必要とされない程度の規模・内容であること）

② 発注者又は監督員と常に携帯電話等で連絡をとれること

また、常駐義務の緩和に伴い、他の工事の現場代理人又は技術者等を兼任することも可

能となったところであるが、これまでの運用実態も踏まえると、兼任を可能とする典型的

な例としては、（２）①及び②並びに次のアからウまでの全てを満たす場合が挙げられる。

ア 兼任する工事の件数が少数であること

（工事の規模・内容、兼任する工事間の近接性等にもよるが、例えば２～３件程度）

イ 兼任する工事の現場間の距離（移動時間）が一定範囲内であること

（工事の規模・内容、兼任する工事件数等にもよるが、例えば同一市町村内であること）

ウ 発注者又は監督員が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこ

と

なお、上記によっても、建設業法第２６条第３項に基づく主任技術者又は監理技術者の

専任義務が緩和されるものではないことに留意する必要がある。
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【別紙２】

国 総 建 第 ７ ５ 号

平成２１年６月３０日

公共工事発注担当部局の長 あて

国土交通省総合政策局建設業課長

主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間の明確化について

建設業法第２６条に定める工事現場に置く主任技術者又は監理技術者（以下「監理技

術者等」という。）は、請負代金の額が２千５百万円（建築一式工事である場合にあって

は、５千万円）以上の一定の建設工事については、工事現場ごとに専任の者でなければ

ならないとされているところです。「監理技術者制度運用マニュアルについて」（平成１

６年３月１日付け国総建第３１５号。以下単に「運用マニュアル」という。）に基づき、

かねてよりその適正な運用をお願いしているところですが、このうち、監理技術者等の

専任を要しない期間については、適切な運用が行われていない事例が見受けられるとこ

ろです。

建設工事の適正な施工を確保しつつ、建設業の生産性の向上を図るためには、専任を

要しない期間についても適切に設定することが必要であり、その設定に当たっては、下

記の事項に特に留意されるよう改めてお願いします。また、貴管内の公共工事発注機関

等の関係行政機関及び建設業者団体に対しても周知及び徹底方お願いします。

記

１．工事現場に設置する監理技術者等については、建設工事の請負契約の締結前におい

ては、その設置が不要であることは当然のことであるが、請負契約の締結後において

も、運用マニュアルで定める一定の期間について、発注者と建設業者の間で設計図書

若しくは打合せ記録等の書面により明確となっていることを条件に、たとえ契約工期
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中であっても工事現場への専任は要しないことに留意すること。

特に、運用マニュアル三「（２）監理技術者等の専任期間」で定めている①「請負契

約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入また

は仮設工事等が開始されるまでの間。）」、及び同④「工事完成後、検査が終了し（発

注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残って

いる期間」については、監理技術者等の工事現場への専任を要しない期間とされてい

るものの、専任を要しない期間が設計図書若しくは打合せ記録等の書面により明確と

なっていないために、必要以上に専任を求められる事例が見受けられる。したがって、

以下の記載方法例を参考にして、工事現場への専任を要しない期間を明確にすること。

また、発注者は、工事現場への専任を要しない期間を書面により明確にしている場

合には、当該期間に監理技術者等の専任を求めることのないようにすること。

なお、同④「工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合

を除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間」については、発注者の都合

により検査が遅延した場合は、その期間も専任を要しないことに留意すること。

＜記載方法例＞

※設計図書（仕様書又は現場説明書）に以下の事項を記載する。

①現場施工に着手するまでの期間に関する記載方法例

【現場施工に着手する日が確定している場合】

○ 請負契約の締結の日の翌日から平成○○年△△月××日までの期間について

は、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

【現場施工に着手する日が確定していない場合】

○ 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資

機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者

又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日

については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

②検査終了後の期間に関する記載方法例

○ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理

技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が

工事の完成を確認した旨、請負者に通知した日（例：「完成検査確認通知書」

等における日付）とする。
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２．

運用マニュアル三「（２）監理技術者等の専任期間」③中「橋梁、ポンプ、ゲート、エレ

ベーター等の工場製作を含む工事」について、工場製作のみが行われている期間は監

理技術者等の工事現場への専任を要しないこととされているが、これは、「橋梁、ポン

プ、ゲート、エレベーター」の工場製作を含む工事に限る趣旨ではなく、発電機・配

電盤等の電機品などを含め、工場製作を含む工事全般について、工場製作のみが行わ

れている期間における工事現場への専任を要しないとの趣旨であること。
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（参 考）

○監理技術者制度運用マニュアルについて（平成１６年３月１日国総建第３１５号）（抄）

三 監理技術者等の工事現場における専任

（２）監理技術者等の専任期間

・ 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が、監理技術者等を工事現場に専任

で設置すべき期間は契約工期が基本となるが、たとえ契約工期中であっても次に掲げ

る期間については工事現場への専任は要しない。ただし、いずれの場合も、発注者と

建設業者の間で次に掲げる期間が設計図書もしくは打合せ記録等の書面により明確と

なっていることが必要である。

① 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材

の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間。）

② 工事用地等の確保が未了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を

全面的に一時中止している期間

③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製

作のみが行われている期間

④ 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、

事務手続、後片付け等のみが残っている期間

なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工

するため、監理技術者等がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、

同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可

能である場合は、同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理することができる。

（以下略）
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国 北 予 第 ４ ７ 号

平成２５年２月６日

北海道開発局事業振興部長 殿

北海道局予算課長

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて

標記について、別添のとおり土地・建設産業局建設業課長から送付されたの

で、通知する。

なお、別添記２．については、下記取扱いに基づき適切に運用されたい。

記

「工事請負契約書の制定について」（平成７年６月３０日付け建設省厚契発第

25号)別冊工事請負契約書 第１０条３項について、少なくとも次の１～４の

いずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、

取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うこと。

１ 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始され

るまでの期間。

２ 第20条第１項又は第２項の規定により、工事の全部の施工を一時中止して

いる期間。

３ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、

工場製作のみが行われている期間。

４ 前第３号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない

期間。
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第１１ 建設現場の遠隔臨場の実施について 

 

令和 6年 3月 28日国官技第 876号 

国土交通省大臣官房技術調査課長から  

各地方整備局企画部長、北海道開発局事業  

振興部長、沖縄総合事務局開発建設部長あて  

 

 

令和５年度における中間技術検査など各種検査における遠隔臨場の適用可能性の試行結果

を踏まえ、『遠隔臨場による工事検査に関する実施要領（案）』、及び『遠隔臨場による工事

検査に関する監督・検査実施要領（案）』を策定したので通知する。 

 

 

 

詳細については、国土交通省のホームページで確認できます。 

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html 
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事 務 連 絡 

令 和 ４ 年 ２ 月 ４ 日 

 

各地方整備局 企画部長       殿 

北海道開発局 事業振興部長     殿 

内閣府沖縄総合事務局 開発建設部長 殿 

 

 

国土交通省 大臣官房 技術調査課      

 建設システム管理企画室長 

 

 

施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージの活用について 

 

 

建設現場においては、インフラDXの推進や働き方改革、生産性向上に資する取組

が推進されているところである。 

従来、建設現場における施工体系図や標識については、各種法律の規定に基づき

掲示を指導していたが、今般、デジタルサイネージを活用した施工体系図及び標識

の掲示が可能である旨、改めて別添のとおり「施工体系図及び標識の掲示における

デジタルサイネージ等の活用について」（令和４年１月27日付け国不建第444号建設

業課長通知）、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づく標識

の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について」（令和４年１月27日付け国

不建第447号建設業課長通知）および「浄化槽法の規定に基づく標識の掲示におけ

るデジタルサイネージ等の活用について」（令和４年１月27日付け国不建第449号

建設業課長通知）により通知されたので情報提供する。 

貴職におかれては、建設現場での監督検査業務における確認事項であることから

関係者に周知されたい。 
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事 務 連 絡 

令和４年１月 27 日 

 

国土交通省大臣官房技術調査課長 殿 

 

 

 

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課長    

          

 

 

施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について 

 

 

 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。）第 24 条の８第４項の規

定により、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代

金の額が 4,000 万円（建築一式工事にあっては 6,000 万円）以上の場合、施工体系図

を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならないこととされております。

また、公共工事の場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平

成 12 年法律第 127 号。以下「入札契約適正化法」という。）第 15 条第１項の規定に

より、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請契約を締結した場合、

施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなけ

ればならないこととされております。 

さらに、法第 40 条においては、建設業者は、その店舗及び建設工事（発注者から

直接建設工事を請け負ったものに限る。）の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可

番号や商号等を記載した標識を掲げなければならないこととされております。 

今般、デジタル技術の活用による効率化や、建設業の働き方改革、建設現場の生産

性向上の推進の観点から、デジタルサイネージ等を活用した施工体系図及び標識の掲

示について、下記のとおりその取扱いを定め、各地方整備局建政部長等あて通知しま

したので、貴職におかれましては、所管の建設工事の発注に当たって適切な事務処理

に努められ、関係規定の適切な運用に特段の御協力をいただきたく、参考までに送付

致します。 

 
記 

 

１．施工体系図の掲示について 

法第 24 条の８第４項の規定による施工体系図の作成及び掲示は、多様化かつ重

層化した下請構造という建設工事の特性を踏まえ、元請業者が下請業者の情報を含
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め施工体制を的確に把握し、その監督及び施工管理を行うことができるようにする

こと、また、元請業者のみならず各下請業者が工事の全容及び役割分担を確認でき

るようにすることを通じ、建設工事の適正な施工を確保することを目的としている。 

こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ＩＣＴ機器を

活用した掲示についても、以下の（１）～（４）の要件を満たす場合には、書面に

よる掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、法第 24 条の８第４項の規定に

よる施工体系図の掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。 

（１）工事関係者が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。 

（２）当該デジタルサイネージ等において施工体系図を確認することができる旨の

表示が常時わかりやすい形でなされていること（画面の内外は問わない。）。 

（３）施工の分担関係を簡明に確認することが可能な画面サイズ、輝度、文字サイ

ズ及びデザインであること（必要な場合には施工体系図を分割表示しても差し

支えない。）。 

（４）一定時間で画面が自動的に切り替わり、画面操作が可能ではない方式（スラ

イドショー方式）のデジタルサイネージ等を使用する場合には、施工体系図の

全体を確認するために長時間を要しないものであること。 

 

また、入札契約適正化法第 15 条第１項は、法第 24 条の８第４項の規定の趣旨に

加え、公共工事が適正な施工体制のもとに行われていることを担保するため、第三

者の視点でも現場の施工体制を簡明に確認できるようにすることを目的としてい

る。 

こうした趣旨を踏まえると、デジタルサイネージ等を活用し、「工事関係者が見や

すい場所」に掲示する施工体系図については上記の（１）～（４）の要件を満たす

場合に、「公衆の見やすい場所」に掲示する施工体系図については、上記の（２）～

（４）の要件に加え、以下の（５）及び（６）の要件を満たす場合に、それぞれ入

札契約適正化法第 15 条第１項の規定による施工体系図の掲示義務を果たすものと

考えて差し支えない。 

（５）公衆が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。 

（６）施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が施工体系図を確認するこ

とができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができる

ものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必

要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、

デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で施工体系図の閲覧が可能

である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等

による掲示に代わり、インターネット上で施工体系図を閲覧する措置を講じる

ことができることとする。 
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２．標識の掲示について 

法第 40 条の規定による標識の掲示は、建設工事の施工が建設業法による許可を

受けた業者によってなされていることや、安全施工、災害防止等の責任主体を対外

的に明らかにすることを目的としている。 

こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ＩＣＴ機器を

活用した掲示についても、以下の（１）～（３）の要件を満たす場合には、書面に

よる掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、法第 40 条の規定による標識の

掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。なお、標識の様式については、建設

業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）別記様式第 28 号（店舗）及び別記様式

第 29 号（工事現場）によることに留意する必要がある。 

（１）公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。 

（２）当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が

常時わかりやすい形でなされていること（画面の内外は問わない。）。 

（３）施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することがで

きるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるもので

あること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であ

り、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタ

ルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲

示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に

代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることと

する。 
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国不建第４４４号 

令和４年１月２７日 

       

各地方整備局建政部長等 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について 

 

 

 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。）第 24 条の８第４項の規

定により、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、下請契約の請負代

金の額が 4,000 万円（建築一式工事にあっては 6,000 万円）以上の場合、施工体系図

を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならないこととされている。また、

公共工事の場合は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成 12 年

法律第 127 号。以下「入札契約適正化法」という。）第 15 条第１項の規定により、発

注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、下請契約を締結した場合、施工体系

図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければなら

ないこととされている。 

さらに、法第 40 条においては、建設業者は、その店舗及び建設工事（発注者から

直接建設工事を請け負ったものに限る。）の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、許可

番号や商号等を記載した標識を掲げなければならないこととされている。 

今般、デジタル技術の活用による効率化や、建設業の働き方改革、建設現場の生産

性向上の推進の観点から、デジタルサイネージ等を活用した施工体系図及び標識の掲

示について、下記のとおりその取扱いを定めたので通知する。 

 貴職におかれては、十分留意の上、適切な掲示が行われるよう、建設業者に対し適

切に指導されたい。 

 

記 

 

１．施工体系図の掲示について 

法第 24 条の８第４項の規定による施工体系図の作成及び掲示は、多様化かつ重

層化した下請構造という建設工事の特性を踏まえ、元請業者が下請業者の情報を含

め施工体制を的確に把握し、その監督及び施工管理を行うことができるようにする

こと、また、元請業者のみならず各下請業者が工事の全容及び役割分担を確認でき
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るようにすることを通じ、建設工事の適正な施工を確保することを目的としている。 

こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ＩＣＴ機器を

活用した掲示についても、以下の（１）～（４）の要件を満たす場合には、書面に

よる掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、法第 24 条の８第４項の規定に

よる施工体系図の掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。 

（１）工事関係者が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。 

（２）当該デジタルサイネージ等において施工体系図を確認することができる旨の

表示が常時わかりやすい形でなされていること（画面の内外は問わない。）。 

（３）施工の分担関係を簡明に確認することが可能な画面サイズ、輝度、文字サイ

ズ及びデザインであること（必要な場合には施工体系図を分割表示しても差し

支えない。）。 

（４）一定時間で画面が自動的に切り替わり、画面操作が可能ではない方式（スラ

イドショー方式）のデジタルサイネージ等を使用する場合には、施工体系図の

全体を確認するために長時間を要しないものであること。 

 

また、入札契約適正化法第 15 条第１項は、法第 24 条の８第４項の規定の趣旨に

加え、公共工事が適正な施工体制のもとに行われていることを担保するため、第三

者の視点でも現場の施工体制を簡明に確認できるようにすることを目的としてい

る。 

こうした趣旨を踏まえると、デジタルサイネージ等を活用し、「工事関係者が見や

すい場所」に掲示する施工体系図については上記の（１）～（４）の要件を満たす

場合に、「公衆の見やすい場所」に掲示する施工体系図については、上記の（２）～

（４）の要件に加え、以下の（５）及び（６）の要件を満たす場合に、それぞれ入

札契約適正化法第 15 条第１項の規定による施工体系図の掲示義務を果たすものと

考えて差し支えない。 

（５）公衆が必要なときに施工体系図を確認できるものであること。 

（６）施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が施工体系図を確認するこ

とができるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができる

ものであること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必

要であり、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、

デジタルサイネージ等の周囲にインターネット上で施工体系図の閲覧が可能

である旨を掲示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等

による掲示に代わり、インターネット上で施工体系図を閲覧する措置を講じる

ことができることとする。 
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２．標識の掲示について 

法第 40 条の規定による標識の掲示は、建設工事の施工が建設業法による許可を

受けた業者によってなされていることや、安全施工、災害防止等の責任主体を対外

的に明らかにすることを目的としている。 

こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ＩＣＴ機器を

活用した掲示についても、以下の（１）～（３）の要件を満たす場合には、書面に

よる掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、法第 40 条の規定による標識の

掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。なお、標識の様式については、建設

業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）別記様式第 28 号（店舗）及び別記様式

第 29 号（工事現場）によることに留意する必要がある。 

（１）公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。 

（２）当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が

常時わかりやすい形でなされていること（画面の内外は問わない。）。 

（３）施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することがで

きるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるもので

あること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であ

り、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタ

ルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲

示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に

代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることと

する。 
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事 務 連 絡 

令和４年１月 27 日 

 

国土交通省大臣官房技術調査課長 殿 

 

 

 

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課長    

          

 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づく標識の掲示における 

デジタルサイネージ等の活用について 

 

 

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律第 104 号）第 33 条

の規定により、解体工事業者は、その営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見や

すい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号等を記載した標識を掲げなければならな

いこととされております。 

今般、デジタル技術の活用による効率化や、建設業の働き方改革、建設現場の生産

性向上の推進の観点から、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の規定に基づく標識

の掲示について、「施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用

について」（令和４年１月 27 日国不建第 445 号国土交通省不動産・建設経済局建設業

課長通知）によりデジタルサイネージ等を活用した場合の取扱いを定め、各地方整備

局建政部長等に通知したところです。 

これを踏まえ、今般、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の規定に基づ

く標識の掲示についても、下記のとおりその取扱いを定め、各都道府県建設リサイク

ル法担当部局長あて通知しましたので、貴職におかれましては、所管の建設工事の発

注に当たって適切な事務処理に努められ、関係規定の適切な運用に特段の御協力をい

ただきたく、参考までに送付致します。 

 

記 

 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第33条の規定による標識の掲示は、

解体工事の施工が同法による登録を受けた業者によってなされていることや、安全施

工、災害防止等の責任主体を対外的に明らかにすることを目的としている。 

こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ＩＣＴ機器を活

用した掲示についても、以下の（１）～（３）の要件を満たす場合には、書面による
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掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律第 33 条の規定による標識の掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。

なお、標識の様式については、解体工事業に係る登録等に関する省令（平成 13 年国

土交通省令第 92 号）別記様式第７号によることに留意する必要がある。 

（１）公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。 

（２）当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が

常時わかりやすい形でなされていること（画面の内外は問わない。）。 

（３）施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することがで

きるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるもので

あること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であ

り、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタ

ルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲

示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に

代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることと

する。 
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事 務 連 絡 

令和４年１月 27 日 

 

国土交通省大臣官房技術調査課長 殿 

 

 

 

 国土交通省不動産・建設経済局建設業課長    

          

 

 

浄化槽法の規定に基づく標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用について 

 

 

 浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第 30 条の規定により、浄化槽工事業者は、そ

の営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番

号等を記載した標識を掲げなければならないこととされております。 

今般、デジタル技術の活用による効率化や、建設業の働き方改革、建設現場の生産

性向上の推進の観点から、建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）の規定に基づく標識

の掲示について、「施工体系図及び標識の掲示におけるデジタルサイネージ等の活用

について」（令和４年１月 27 日国不建第 445 号国土交通省不動産・建設経済局建設業

課長通知）によりデジタルサイネージ等を活用した場合の取扱いを定め、各地方整備

局建政部長等に通知したところです。 

これを踏まえ、今般、浄化槽法の規定に基づく標識の掲示についても、下記のとお

りその取扱いを定め、各都道府県浄化槽担当部局長あて通知しましたので、貴職にお

かれましては、所管の建設工事の発注に当たって適切な事務処理に努められ、関係規

定の適切な運用に特段の御協力をいただきたく、参考までに送付致します。 

 

記 

 

浄化槽法第 30 条の規定による標識の掲示は、浄化槽工事の施工が同法による登録

を受けた業者によってなされていることや、安全施工、災害防止等の責任主体を対外

的に明らかにすることを目的としている。 

こうした趣旨を踏まえると、書面ではなく、デジタルサイネージ等ＩＣＴ機器を活

用した掲示についても、以下の（１）～（３）の要件を満たす場合には、書面による

掲示と同等の役割を果たしていると考えられ、浄化槽法第 30 条の規定による標識の

掲示義務を果たすものと考えて差し支えない。なお、標識の様式については、浄化槽

工事業に係る登録等に関する省令（昭和 60 年建設省令第６号）別記様式第８号及び
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別記様式第９号によることに留意する必要がある。 

（１）公衆が必要なときに標識を確認できるものであること。 

（２）当該デジタルサイネージ等において標識を確認することができる旨の表示が

常時わかりやすい形でなされていること（画面の内外は問わない。）。 

（３）施工時間内のみならず施工時間外においても公衆が標識を確認することがで

きるよう、人感センサーや画面に触れること等により画面表示ができるもので

あること。なお、工事現場が住宅地に位置する等周辺環境への配慮が必要であ

り、施工時間外のうち一定の時間画面の消灯が必要な場合においては、デジタ

ルサイネージ等の周囲にインターネット上で標識の閲覧が可能である旨を掲

示することを条件に、施工時間外は、当該デジタルサイネージ等による掲示に

代わり、インターネット上で標識を閲覧する措置を講じることができることと

する。 

 

 

2-114



 

国 不 建 第 ４ ４ 号 

令和５年５月１２日 

 

公共工事発注担当部局の長 殿 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長   

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインについて 

 

 

 建設工事の請負契約は、建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）

第 19 条第３項の規定により、一定の要件を満たす場合には、電子情報処理組織を使

用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこと（以下「電子契約」

という。）が可能とされております。 

 今般、建設業法施行規則（昭和 24年建設省令第 14号。以下「規則」という。）第

14条の２第２項第１号の規定により、法第 24条の８第１項の規定により作成した施

工体制台帳に添付しなければならない法第 19 条第１項及び第２項の規定による書面

の写しについて、その対象となる請負契約が電子契約の場合における取扱いを明確化

するため、別紙のとおり、「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関する

ガイドライン」を作成しましたので、通知いたします。 

貴職におかれましては、十分留意の上、事務処理等に当たって遺漏のないよう適切

な御対応をお願いいたします。 

なお、「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインにつ

いて」（平成 17年国総入企第 31～34号）は、廃止いたします。 
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電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン 

 

令和５年５月１２日 

国 土 交 通 省 

 

１．はじめに 

建設工事の請負契約は、建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）第 19条第

３項の規定により、一定の要件を満たす場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の

情報通信の技術を利用する方法により行うこと（以下「電子契約」という。）も可能とされてい

る。 

本ガイドラインは、建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号。以下「規則」という。）

第 14 条の２第２項第１号の規定により、法第 24 条の８第１項の規定により作成した施工体制

台帳に添付しなければならない法第 19条第１項及び第２項の規定による書面（以下「請負契約

書」という。）の写しについて、その対象となる請負契約が電子契約の場合における取扱いを明

確化するものである。 

 

２．施工体制台帳への電子契約書の添付について 

施工体制台帳の添付書類は、規則第 14条の２第４項の規定により、その記載事項が電子計算

機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電

子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、書面で

の添付に代えることができることとされている。 

このため、施工体制台帳が書面で作成されている場合であっても、電子契約を行った場合の

請負契約書の写し（以下「電子契約書」という。）が、ＰＣやタブレット端末等のストレージや、

ＣＤ‐ＲＯＭ、ＵＳＢ等の記録媒体に保存され、必要に応じ、工事現場においてＰＣやタブレ

ット端末の画面上に表示できるときは、当該電子契約書を印刷して施工体制台帳に書面で添付

することを要しない。 

また、電子契約書が、本社・営業所に備えられたサーバやＡＳＰサーバ等の工事現場とは異

なる場所に保存されている場合であっても、必要に応じ工事現場において当該サーバ等に保管

されている電子契約書にアクセスし、ＰＣやタブレット端末の画面上に表示できる場合には同

様の取扱いとして差し支えない。 

 

※ ＡＳＰ：Application Service Provider の略。ネットワーク経由でアプリケーションの機

能を提供するサービス。 

 

３．電子契約を行った場合の公共工事発注者に提出する施工体制台帳に添付する電子契約書の写

しの取扱いについて 

建設業者は、発注者から直接公共工事を請け負った場合において、当該公共工事を施工する

ために下請契約を締結したときは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平

成 12 年法律第 127 号）第 15 条第２項の規定により、当該公共工事の発注者に対して、施工体
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制台帳（添付書類を含む。以下同じ。）の写しを提出しなければならないこととされている。 

発注者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14年法律第 151号）第

６条第１項の規定に基づき、施工体制台帳の写しを電子情報処理組織を使用する方法により提

出することを認めている場合にあっては、当該方法により提出することが可能である。 

一方で、発注者が、施工体制台帳を書面で提出することを求めている場合には、その添付書

類である電子契約書は、以下の２つの条件を満たすことが求められる。 

  

① 電子契約書の内容が紙面に印刷され、施工体制台帳の写しに添付されていること。 

② 電子契約書の内容と①において紙面に印刷された内容に相違ない旨が、直接公共工事を請

け負った建設業者の現場代理人の署名により誓約されている書面が添付されていること。 
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